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        令和７年第１回雨竜町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

令和７年３月４日（火曜日） 午前１０時００分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸報告 

     議会報告、例月出納検査報告、行政報告、教育行政報告、行政常任委員会 

     所管事務調査報告 

第 ４ 議案第 ２号 負担付きの寄附の受納について 

第 ５ 議案第 ３号 負担付きの寄附の受納について 

第 ６ 議案第 ４号 負担付きの寄附の受納について 

第 ７ 議案第 ５号 負担付きの寄附の受納について 

第 ８ 議案第 ６号 負担付きの寄附の受納について 

第 ９ 議案第 ７号 負担付きの寄附の受納について 

第１０ 議案第 ８号 負担付きの寄附の受納について 

第１１ 議案第 ９号 負担付きの寄附の受納について 

第１２ 議案第１０号 負担付きの寄附の受納について 

第１３ 議案第１１号 負担付きの寄附の受納について 

第１４ 議案第１２号 負担付きの寄附の受納について 

第１５ 議案第１３号 負担付きの寄附の受納について 

第１６ 議案第１４号 負担付きの寄附の受納について 

第１７ 議案第１５号 雨竜町水泳プールを管理する指定管理者の指定期間の変更に 

           ついて 

第１８ 議案第１６号 令和６年度雨竜町一般会計補正予算（第７号） 

第１９ 議案第１７号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第２０ 議案第１８号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 
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           号） 

第２１ 議案第１９号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２ 

           号） 

第２２ 議案第２０号 雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部 

           を改正する条例の制定について 

第２３ 議案第２１号 雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の一部を 

           改正する条例の制定について 

第２４ 議案第２２号 雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例の一部を 

           改正する条例の制定について 

第２５ 議案第２３号 雨竜町農業集落排水事業特別会計条例を廃止する条例の制定 

           について 

第２６ 議案第２４号 滝川市と雨竜町における電子情報処理組織による戸籍等事務 

           に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規約につ 

           いて 

第２７ 議案第２５号 雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

           一部を改正する条例の制定について 

第２８ 令和７年度施政方針 

    〇 町政執行方針 

    〇 教育行政執行方針 

第２９ 議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予算 

第３０ 議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算 

第３１ 議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算 

第３２ 議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算 

 

〇出席議員（８名） 

    １番 吉 見 拓 也     ２番 佐々木   徹 

    ３番 木 村 啓 治     ５番 吉 本 周 治 

    ６番 野 村 耕次郎     ７番 沖 田 浩 一 
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    ８番 須 見 栄 一     ９番 竹ヶ原 利 明 

 

〇欠席議員（なし） 

 

〇会議録署名議員 

    ２番 佐々木   徹     ３番 木 村 啓 治 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町      長    白  川  久  純 

     農業委員会会長    高  島  智  之 

     代 表 監 査 委 員    木  村  幸  一 

     副 町 長    源     英  博 

 
     会 計 管 理 者               
                 先  名  輝  彦 
     （ 出 納 室 長 ）               
 

     総 務 課 長    安  田  尚  之 

     住 民 課 長    高  瀬  則  道 

     産 業 建 設 課 長    中  野  達  也 

     産業建設課室長    村  本  邦  広 

     産業建設課技術長    西  井  浩  司 

 
     総 務 課 主 幹               
                 梶  田  勝  也 
     （ 総 務 ）                
 
     総 務 課 主 幹               
                 長  原  康  雄 
     （ 企 画 財 政 ）               
 
     住 民 課 主 幹               
                 青  柳  祐 揮 枝 
     （福祉生活環境）               
 
     産業建設課主幹               
                 宗  近  秀  靖 
     （ 農 政 林 務 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 佐 々 木     督 
     （ 農 村 整 備 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 小  川  智  代 
     （ 商 工 観 光 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 西  井  浩  司 
     （ 建 設 管 理 ）               
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     出 納 室 主 幹               
                 小  川  和  宏 
     （ 税 務 会 計 ）               
 

     教 育 長    糸  谷  尚  徳 

     教 育 課 長    瀧  山  智  治 

 
     教 育 課 主 幹               
                 北  川     忠 
     （ 教 育 ）               
 
     農 業 委 員 会               
                 中  野  達  也 
     事 務 局 長               
 
     農 業 委 員 会               
                 藤  田  岳  民 
     事 務 局 次 長               
 
     監査委員事務局               
                 小 宮 山  め ぐ み 
     書 記 長               

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議 会 事 務 局 長    小 宮 山  め ぐ み 

     主      査    石  川  実 砂 希 
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（午前１０時００分） 

    ◎開会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） おはようございます。議員及び説明員の欠席状況を局長に説

明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 議員及び説明員の欠席状況を報告いたします。 

 説明員であります住民課、佐々木主幹が所用のため欠席の届出が出ておりますので、

報告いたします。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） ただいまの出席議員は８名であり、定足数に達しております

ので、令和７年第１回雨竜町議会定例会を開会します。 

 本定例会の運営について議会運営委員会を開催し、協議を行っております。その内

容を委員長、沖田浩一議員より説明いたします。 

 沖田浩一議員。 

〇議会運営委員会委員長（沖田浩一） おはようございます。令和７年第１回定例会

の議事運営について、去る２月１８日に議会運営委員会を開き、協議をしております

ので、報告いたします。 

 本定例会の日程、会期及び案件については、町長及び議長の提案どおりであり、町

長提出議案は寄附の受納１３件、指定管理の期間変更１件、補正予算４件、新年度予

算４件、条例の制定８件、規約の変更１件となっております。次に、議会関係は発議

１件、会議案１件となっております。なお、本日令和７年度施政方針について町政執

行方針及び教育行政執行方針を聞くことといたします。また、諸報告の中では行政常

任委員会所管事務調査報告を聞くことといたします。明日５日１１時３０分に受付を

締め切る一般質問については、第９日の３月１２日に行う予定としております。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 本定例会について地方自治法第１２１条第１項に基づく出席

要求による説明員は、配付資料のとおりであります。 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） これより本日の会議を開きます。 

 議事日程について局長より説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 本日の議事日程について説明いたします。お手元に配

付しております議事日程表を御覧ください。 

 令和７年第１回雨竜町議会定例会議事日程第１号。第１日、令和７年３月４日火曜

日午前１０時開議。日程番号１、会議録署名議員の指名。日程番号２、会期の決定。

日程番号３、諸報告といたしまして議会報告、例月出納検査報告、行政報告、教育行

政報告、行政常任委員会所管事務調査報告。日程番号４から１６、議案第２号から第

１４号、寄附の受納１３件。日程番号１７、議案第１５号、指定管理の期間の変更１

件。日程番号１８から２１、議案第１６号から第１９号、補正予算４件。日程番号２

２から２５、議案第２０号から第２３号、条例の制定４件。日程番号２６、議案第２

４号、規約の変更１件。日程番号２７、議案第２５号、条例の制定１件。日程番号２

８、令和７年度施政方針２件。日程番号２９から３２、議案第２６号から第２９号、

新年度予算４件。以上を本日の議題とするものであります。 

 なお、議件名については記載のとおりですので、朗読を省略します。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） ただいま局長に説明させた日程により進めることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、令和７年第１回雨竜町議会定例会議事日程のとおり進めることといたしま

す。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条により、 
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   ２番 佐々木   徹 議員     ３番 木 村 啓 治 議員 

を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日３月４日から３月１２日までの９日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、３月４日から３月１２日までの９日間と決定しました。 

 お諮りします。会議規則第１０条及び同条第２項の規定により、議事の都合から３

月５日から１１日までの７日間を休会いたしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、３月５日から１１日までの７日間を休会とすることに決定いたしました。 

 

    ◎諸報告 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号３、諸報告を行います。 

 まず、議会報告を局長にさせます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） お手元に配付しております議会報告書を御覧ください。

今回は令和６年１２月１０日から令和７年３月３日までの間のものでありますが、主

なもののみ説明いたします。 

 ６番の１月３０日に空知町村議会議長会令和７年第１回定期総会が浦臼町で開催さ

れ、竹ヶ原議長が出席しております。令和６年度の会期報告の承認、令和７年度事業

計画及び予算が議決されたほか、令和７年６月開催予定の北海道町村議会議長会定期

総会における空知の提出議題、提案者について協議、決定されております。 
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 そのほか議会の動静や各委員会の開催状況につきましては記載のとおりであり、説

明を省略させていただきます。 

 以上で議会報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、例月出納検査報告を聞きます。 

 木村代表監査委員。 

〇代表監査委員（木村幸一） 例月出納検査の結果について報告申し上げます。 

 令和６年度会計、令和６年１１月分については１２月１２日に、同じく令和６年１

２月分については１月１４日に、同じく令和７年１月分については２月１２日にそれ

ぞれ実施しており、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、議長宛てに報告

しております。写しがお手元に配付されていると存じますが、一般会計並びに国民健

康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業集落排水事業特別会計について関係

諸帳簿、証憑書類並びに現金、預貯金を照合し、いずれも適正に執行されており、相

違ないことを確認いたしました。 

 なお、各計数につきましては調書のとおりでございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 以上で報告申し上げます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、町長より行政報告を聞きます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） おはようございます。議長からお許しをいただきましたので、

雨竜町行政報告を申し上げます。 

 今回の報告は、令和６年１２月１０日から令和７年３月３日までのものでございま

す。 

 まず１番目に、一部事務組合議会の開催についてでございます。一部事務組合、２

月１７日から２月２８日にかけまして８件の議会が開催されたところでございます。

資料１、１枚めくっていただきますと右肩、資料１とございます。こちらから説明を

申し上げます。１番、空知中部広域連合議会が第１回定例会、２月１７日に開催され

ております。私と竹ヶ原、野村各議員が出席してございます。報告の主なものでは、

空知中部広域連合介護保険事業計画の変更ということで、当初計画の介護老人福祉施
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設２０床増床から地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護２０床増床へと変更す

るものでございます。これは、奈井江町の施設に関係するものでございます。議案に

おきましては、令和６年の一般会計ほか事業会計の補正予算並びに令和７年度の一般

会計ほか事業会計を審議し、全て原案どおり可決されたものでございます。 

 また、２番の中空知衛生施設組合議会が第１回定例会、２月２６日に開催されてお

ります。木村、佐々木各議員と一緒に出席をさせていただいております。専決処分の

ほか、監査委員の選任ということで宮崎英彰氏が再任されたところでございます。ま

た、令和６年の一般会計補正予算並びに令和７年の一般会計予算、それぞれ原案どお

り可決されたところでございます。 

 ３番目、石狩川流域下水道組合議会第１回定例会が２月２６日に開催されておりま

して、吉本議員と共に出席をさせていただいております。令和７年の下水道組合の一

般会計の関係、それから監査委員につきましては同じく宮崎氏の再任がされたところ

でございます。 

 右側に移りまして４番目、西空知広域水道企業団議会第１回定例会が２月２６日に

開催されております。須見議員、吉見議員と一緒に出席をさせていただいております。

この中でも令和６年の補正予算並びに、めくっていただきまして令和７年の一般会計

事業予算、全て原案どおり可決されております。 

 ５番目、中・北空知廃棄物処理広域連合議会第１回定例会が２月２８日に開催され

ておりまして、木村議員と共に出席をさせていただいております。令和６年の一般会

計補正予算、それから令和７年の一般会計予算、それのほかに一番下、中・北空知廃

棄物処理広域連合広域計画について令和７年から令和９年までの３か年の計画の策定

についてそれぞれ可決、決定をいただいたところであります。 

 右側に移ります。６番目、中空知広域市町村圏組合議会が第１回定例会、２月２８

日に開催されております。竹ヶ原、沖田各議員と共に出席をさせていただいておりま

す。ここでは監査委員２名の選出がされております。１名につきましては議員の選出

ということで芦別市の大鎌光純氏、それから識見を有する者の選任につきましては宮

崎英彰氏の再任がされたところでございます。令和７年の一般会計ほか３特別会計の

事業予算、それぞれ原案どおり可決されたところでございます。 
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 まためくっていただきまして７番、滝川地区広域消防事務組合議会第１回定例会が

２月２８日に開催されております。木村議員、野村議員と共に出席をさせていただい

ております。令和６年度の一般会計の補正予算、さらには令和７年度の一般会計予算

について可決、決定をいただき、監査委員には宮崎氏の再任が可決されたところであ

ります。 

 ８番目、空知教育センター組合議会第１回定例会、２月２８日、これは野村議員に

出席をいただいております。専決処分におきまして補正予算、事業特別会計予算、そ

れぞれ承認をいただき、それから令和７年の一般会計ほか、研修事業、研究事業特別

会計につきましてそれぞれ可決、決定をいただいております。監査委員につきまして

は、宮崎氏の再任が可決、決定されたというところでございます。 

 資料戻っていただきまして１番最初のページ、その他の部分でございます。（１）、

指定寄附金でございます。今回は、１２月１０日から３月３日の間に記載のとおり３

件、合計で１１０万円のご寄附をいただいているところでございます。 

 （２）、ふるさと寄附金でございます。これは、１２月１日から２月２８日までの

分でございます。寄附者、千葉県の個人ほか６，６７８名、これは昨年同時期と比べ

ますと６，１９１名の増でございます。寄附金額３億７，９７９万１，１００円、昨

年同時期と比べますと３億５，０６２万３，３００円の増でございます。備考欄にあ

ります寄附者の内訳でありますが、道内から８７６件、前年比では７９２件の増、道

外からは５，８０３件、前年比で５，３９９件の増、合計で６，６７９件、前年比で

６，１９１件の増となったところでございます。令和６年度２月末までの総額で５億

９，１３０万３，２００円、前年同期と比べますと４億４，７２６万３，２００円の

増となったところでございます。内訳は、道内で２，００１件、前年比で１，４４０

件の増、道外からは１万３，９４８件、前年と比べますと１万７９５件の増、全体で

１万５，９４９件、前年比で１万２，２３５件の増となったところでございます。 

 １枚めくっていただきますと、企業版ふるさと寄附金をいただいたところでござい

ます。ここに記載の３事業所から合わせて３件、２２０万円のご寄附をいただいとこ

ろでございます。それぞれ、ふるさと創生事業基金、雨竜町まち・ひと・しごと創生

推進事業に充当するということで、大切に財源を活用させていただきたいというふう
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に考えてございます。 

 なお、本定例会は令和７年度の町政執行方針並びに一般会計ほか特別会計、企業会

計を提案させていただくこととなっております。議員各位におかれましてはよろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 

 終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、教育長より教育行政報告を聞きます。 

 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） おはようございます。教育行政報告を行います。今回は、令

和６年１２月１０日から令和７年３月３日までの間のものであります。 

 １番目の令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表についてでご

ざいます。資料１を御覧ください。全国体力・運動能力、運動習慣等調査が小学校５

年生、中学校２年生を対象に実施されました。本年も昨年同様教育委員会で協議いた

しまして、全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果を小中学校の保護者、議会議

員、それから北海道教育委員会へ公表することといたしました。公表内容につきまし

ては、各種種目の状況、レーダーチャートを活用したもの、それから体力合計点の全

国との差の推移、総合評価の児童生徒の割合、児童生徒及び学校質問紙調査と分析、

体力向上策などを示したものをこの資料１と書いてございます文書と裏面についてい

ますＡ３判の表を付して本日付で小中学校の保護者に公表することといたしておりま

す。 

 それでは、Ａ３判の資料を御覧いただきたいと思います。今回様式のレイアウトが

昨年より変更となりまして、小中学校の結果が一体となりました。レーダーチャート

については、昨年までは全国１００としていたものを本年から全国を５０とし、本校

分の男子は小中学校とも青色で、女子は赤で表示してございます。体力テストにつき

ましては、小学生、中学生とも８種目で行われております。持久走の種目では小学生

が２０メートルのシャトルラン、中学生は男子が１，５００メートル走、そして女子

が１，０００メートル走で行っておりまして、投てき種目では小学生はソフトボール

投げ、中学生がハンドボール投げとなっております。その他の６種目は、全て小中学

校とも同じでございます。 
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 それでは、最初に小学校の左側のレーダーチャートを御覧いただきたいと思います。

小学校につきましては、５年生男子は青色でございますけれども、長座体前屈、右側

のちょうど真ん中にあります欄です、長座体前屈、女子は上体起こしと５０メートル

走の２種目以外は全て全国平均を上回る結果となりました。体力合計点の全国の差の

推移でも分かるように、男子で約７ポイント、女子で５ポイント上回る結果となって

おります。 

 右側の中学校の結果でございます。男子では握力と立ち幅跳びの２種目、女子は握

力、上体起こし、立ち幅跳び、ハンドボール投げの４種目で全国平均を上回りました

が、体力合計点の全国との差の推移では男子で７ポイント、女子で２ポイントほど下

回る結果となっております。 

 体力合計点総合評価の児童生徒の割合は、小学校男子では、ちょうど中ほどにあり

ますけれども、色分けしてございますけれども、Ａ、Ｂ、Ｃまでの評価に全員が該当

しております。また、女子におきましてもＡ、Ｂ、Ｃの評価が全体の７５％と全国平

均を上回る結果となりました。 

 次に、右側の中学校男子でございます。Ｂがなくて、ＡとＣで合わせますと５７．

１％、全国平均を大きく下回る結果となりました。一方、女子もＡ、Ｂ、Ｃそれぞれ

評価が分かれておりますけれども、全体で７５％と全国平均を約６％ほど下回る結果

となってございます。 

 児童生徒質問紙調査では、小学校の男女とも体育の授業は楽しいとの問いにいずれ

も全国平均を上回る結果となり、また中学校女子におきましても運動やスポーツをす

ることが好きとの問いに対しまして全国を大きく上回る結果となりました。一方、中

学校男子におきましては、スポーツをすることは好きとの問いに対しまして全国平均

を約２２ポイントほど下回る結果となっております。 

 体力向上は、学力と同様に非常に重要な課題と捉えております。小中学校の分析結

果を基に、今後における雨竜町としての体力向上策を下段に記載してございます。今

後とも体力、運動能力の向上のために目標の設定やスポーツの意義、機会を設けまし

て調査対象以外の学年におきましても体力測定を実施し、中学校教諭の小学校への乗

り入れ授業による体力づくりの指導をはじめ、社会教育事業における各種教室と連携
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した取組、それから家庭と連携した運動習慣の確立など、引き続き子供たちの体力向

上へ向け、学校と十分連携し、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果公表についての説明を終わりま

す。 

 次に、２番目の令和６年度雨竜中学校３年生の進路状況についてでございます。令

和７年３月３日現在の高校別出願状況でございます。男子１０名、女子７名、合計１

７名全員が高校への進学を希望しております。本日、学力検査が行われております。

また、明日、一部の高校を除き、面接試験が行われます。学校に今朝確認したところ、

全員が試験会場へ入ったとの報告がありました。１７名全員の合格を願うところであ

ります。なお、合格発表は３月１７日であります。 

 次に、３番目の雨竜町スポーツ少年団の結果についてでございます。バレーボール

少年団、１月１１日、１２日、江別市で第４１回北海道小学生バレーボール選抜優勝

大会が行われました。アルテミス雨竜が出場しております。結果は、３位という結果

でございました。 

 ４番目の雨竜町スポーツ賞等の表彰についてでございます。令和７年１月２８日に

スポーツ賞及びスポーツ奨励賞の表彰を行っております。表彰者につきましては、い

ずれも雨竜町バレーボールスポーツ少年団、アルテミス雨竜でございます。表彰理由

については、それぞれ記載のとおりでございます。 

 ５番目の雨竜中学校部活動の結果についてでございます。女子バレーボール部、令

和７年２月１日、妹背牛町で第３９回北海道中学校女子優秀チーム招待バレーボール

大会が開催されました。雨竜中学校、沼田中学校の合同チームで出場し、優勝をして

おります。 

 以上で教育行政報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、行政常任委員会所管事務調査報告を聞きます。 

 吉見委員長。 

〇行政常任委員会委員長（吉見拓也） それでは、行政常任委員会所管事務調査報告

を行います。 

 お手元の調査報告書を御覧ください。 
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 日時につきましては、令和７年２月７日金曜日。 

 出席者につきましては、記載のとおりとなっております。 

 調査結果、いきいき元気村の維持管理と運営。いきいき元気村は、高齢者健康福祉

センターいきいき館とパークゴルフ場が平成６年４月に運営を開始してから現在まで

約３０年間経過しており、施設の利用については浴場や大広間、会議室における各同

好会、町内会での利用のほか、町の各種保健事業や介護事業も施設内で行われており、

高齢者を含め、多くの町民が利用されている。パークゴルフ場も、かつては全日本選

手権や全道大会なども行われていたが、競技人口の減少とともに利用者数も減少し、

現在も年に数回の大会を開催している状況であるが、思うように利用者数が伸びてい

ないのが現状である。 

 いきいき館の運営は、燃料高騰、物価上昇により経費が増大しているほか、今後大

規模改修等を考えたとき、施設の利用料の改定も検討しなければならないが、利用料

の改定は町民の負担につながり、公共浴場の観点からも今後見直しを検討する時期や

改定額について見極める必要がある。また、パークゴルフ場の運営においても、利用

者の状況を見ながら、いきいき館同様利用料の改定、維持管理の方法について今後検

討すべきと考える。 

 経費節減を考慮し、平成１８年度から指定管理者制度を導入して施設管理を委託し

てきたが、制度を廃止し、令和７年度からは町直営での維持管理を進めていくことと

なるが、効率的な施設運営に向けての取組に今後期待している。 

 各施設とも人口減少に伴う利用者の推移などを重視され、今後も町民が安心して利

用できるよう施設の維持管理に取り組まれたい。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で諸報告を終了します。 

 

    ◎議案第２号ないし議案第１４号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号４、議案第２号から日程番号１６、議案第１４号ま

で、負担付きの寄附の受納について、以上１３件の議案について一括議題といたしま

す。 
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 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２号 負担付きの寄附の

受納について。 

 負担付きの寄附を受納したいので、地方自治法第９６条第１項第９号の規定により

議会の議決を求める。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 議案第２号から議案第１４号までの１３件について一括説明とさせていただきます。

本議案につきましては、内容といたしまして国営農地開発事業、北雨地区の桜山工区

採草放牧地の関係でございます。工期といたしまして、昭和５９年度着工の６０年度

で工事が完了していると。受益者がこの部分につきましては、未墾地取得資金を借入

れいたしまして償還すると。その間に町が公共牧場として取得をする予定でございま

した。しかしながら、事業性質上、町での買入れができなくなったことから、町が受

益者に債務を貸付けしたものであります。今回事業完了後相当数の年数が経過してい

ると、関係機関の了解も得ている、そして受益者にも説明をして了解を得ているとい

うことでございまして、今回貸付債務を免除することを条件といたしまして負担付寄

附を受け、議会に諮るものでございます。 

 以降の詳細につきましては、担当課のほうから説明いたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 中野産業建設課長。 

〇産業建設課長（中野達也） それでは、議案と併せて議案第２号から第１４号説明

資料を御覧いただきたいと思います。 

 議案第２号でございます。寄附を受ける財産、雨竜町字尾白利加２２５番１１０７

番地、公簿地目、畑、現況地目、山林、面積３万９，６５９平米ほか２筆で、合計面

積５万８，４５４平米でございます。 

 ３、寄附の条件、平成５年１月２９日貸付けの雨竜町草地造成牧畜導入振興資金５

０１万８，０００円の債務を免除する。説明といたしまして、地方自治法第９６条第

１項第９号の規定により、負担付寄附の受納を受けるものでございます。 

 議案第３号から議案第１４号につきましては、説明資料で説明をいたしたいと思い
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ます。寄附を受ける財産の面積の合計額のみ説明申し上げます。議案第３号、寄附を

受ける財産の面積の合計が６万９，７３４平米。議案第４号、寄附を受ける財産の面

積の合計８万６，９８６平米。議案第５号、寄附を受ける財産の面積の合計６万６，

４４０平米。議案第６号、寄附を受ける財産の面積の合計６万３，５０１平米。議案

第７号、寄附を受ける財産の面積の合計８万９４３平米。議案第８号、寄附を受ける

財産の面積の合計８万２，６９０平米。議案第９号、寄附を受ける財産の面積の合計

４万７，１５６平米。議案第１０号、寄附を受ける財産の面積の合計６万８，３８５

平米。議案第１１号、寄附を受ける財産の面積の合計７万９，３６０平米。議案第１

２号、寄附を受ける財産の面積の合計９万４，３５５平米。議案第１３号、寄附を受

ける財産の面積の合計４万９，２４５平米。議案第１４号、寄附を受ける財産の面積

の合計５万６３３平米。合計１３件でございまして、寄附を受ける財産の面積の合計

で８９万７，８８２平米の土地を寄附をいただくということでございます。条件とい

たしまして、草地造成牧畜導入振興資金貸付金合計額で６，２５９万３，０００円の

貸付金債務を免除するということを条件としてございます。 

 以上、議案第２号から第１４号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い

いたしたいと思います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 議案第２号から第１４号までの説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 
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 次に、議案第３号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第３号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第４号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第５号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第６号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第６号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 負担付きの寄附の受納ついては、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第７号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第７号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号について質疑ありませんか。 



 - 19 -

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第８号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第９号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１０号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１０号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１１号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１１号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１２号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１２号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１３号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１３号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１４号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１４号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号 負担付きの寄附の受納については、原案のとおり可決され

ました。 

 

    ◎議案第１５号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１７、議案第１５号 雨竜町水泳プールを管理する

指定管理者の指定期間の変更についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第１５号 雨竜町水泳プー

ルを管理する指定管理者の指定期間の変更について。 
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 地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき指定する、雨竜町水泳プールを管

理する指定管理期間を次のとおり変更したいので、同条第６項の規定により議会の議

決を求める。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 以下、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、１、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在

地、名称、雨竜町水泳プール、所在地、雨竜町字満寿２８番地２６。 

 ２、指定管理者、有限会社雨竜興業。 

 ３、指定の期間、変更前、令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで、変更後、

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

 説明といたしまして、雨竜町水泳プールの施設利用休止に伴い、現行の指定管理者

の指定期間を変更するものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１５号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号 雨竜町水泳プールを管理する指定管理者の指定期間の変更

については、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎議案第１６号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１８、議案第１６号 令和６年度雨竜町一般会計補

正予算（第７号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第１６号 令和６年度雨竜

町一般会計補正予算（第７号）。 

 令和６年度雨竜町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，

９２１万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億１，

３１７万３，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、繰越明許費、繰越明許費の追加・変更は、「第２表 繰越明許費」による。 

 第３条、債務負担行為の補正、債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補

正」による。 

 第４条、地方債の補正、地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の第７号補正予算資料を御覧いただきたいと思います。まず、１ページから

５ページまでの第１表の歳入歳出予算補正でございますけれども、歳入歳出ともに３，

９２１万８，０００円を減額いたしまして、４４億１，３１７万３，０００円とする

ものでございます。 

 続きまして、事項別明細の歳出のほうから説明をさせていただきます。ページ数で
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いきますと１９ページになります。歳出、１款１項１目議会費、補正額６０万７，０

００円を減額いたしまして、３，６０２万２，０００円とするものでございます。８

節旅費６０万７，０００円につきましては、一般旅費の減という形で執行残となって

おります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、２目文書広報費、補正額５０３万１，０００円を追

加いたしまして、４，０８３万４，０００円とするものでございます。１０節需用費

３７万９，０００円の減額につきましては、広報印刷費の減、これはページ数の減と

なっております。その下、１８節の負担金補助及び交付金でございますけれども、５

４１万円を追加しております。自治体中間サーバープラットフォーム機器更改負担金

となってございます。これにつきましては、社会保障、税番号の特定個人情報、これ

を省庁とつなぐシステムを改修するというものでございまして、これは１０割補助で

事業を行うものでございます。 

 ４目の会計管理費、補正額７３万５，０００円を減額いたしまして、３０６万９，

０００円とするものでございます。１１節役務費で７３万５，０００円の減につきま

しては、郵便振込手数料の減、これは件数の減となっております。 

 次、５目財産管理費、補正額４，９５９万８，０００円を追加いたしまして、８，

８９８万９，０００円とするものでございます。１２節委託料で２３万５，０００円

の減につきましては、庁舎清掃管理委託業務の減、執行残となっております。１４節

工事請負費２７万９，０００円、町有財産解体工事の部分の減につきましては、バス

停の撤去、これの執行残となってございます。２４節の積立金５，０１１万２，００

０円を追加してございます。記載の説明の各種利子積立ての増という形と、一番下に

つきましては減債基金積立金の増５，０００万円を組んでございます。これにつきま

しては、主に起債の繰上償還のためというものでございます。 

 ６目の町有林分収造林費、補正額２２１万７，０００円を減額して、８２４万７，

０００円とするものでございます。１４節工事請負費で２２１万７，０００円の減、

森林研究・整備機構分収造林事業の工事費の減となってございます。内容につきまし

ては、尾白利加第２団地の間伐工事の執行残という形になってございます。 

 ７目の公有林整備事業費、補正額１００万１，０００円を減額いたしまして、５，
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５１４万１，０００円とするものでございます。１２節委託料で４４万円の減、１４

節工事請負費で３０万４，０００円の減、１８節負担金補助及び交付金で２５万７，

０００円の減、それぞれ説明欄に記載の執行残という形になってございます。 

 ８目の企画費３，３６８万８，０００円を追加いたしまして、６億９，９９９万１，

０００円とするものでございます。７節の報償費１６万円の減、住まいる定住の部分

の出産祝い事業の報償の分の減となっております。これは、実績といたしましては第

１子分で２件、第３子分の１回目で２件、２回目で１件、３回目で１件という実績と

なってございます。ページを開いていただきまして、１０節需用費５５０万円の増、

１１節役務費２５０万円の増、１２節委託料２００万円の増につきましては、ふるさ

と納税が増えたことによります関連経費の増となってございます。１８節負担金補助

及び交付金２０６万８，０００円の増、中空知生活交通確保対策負担金の増で７２９

万７，０００円を増額してございます。これにつきましては、深滝線のバス路線維持

の関連自治体の補助という形になってございまして、雨竜町分で９２０万円、当初１

９０万３，０００円を見てございましたので、その差額分を増額するというものでご

ざいます。その下、住まいる定住促進事業補助金の減につきましては、５３２万９，

０００円は執行残となってございます。その下、結婚新生活支援事業補助金の増１０

万円につきましては、これにつきましては夫婦ともに２９歳以下の部分につきまして

は６０万円上限、３０歳以上の部分につきましては３０万円上限、内容といたしまし

ては引っ越し費用、住宅家賃に対して補助するというものでございまして、当初１件

予定してございましたけれども、２件となったところで、その分を追加しているとい

うものでございます。２４節積立金２，１７８万円の増と、ふるさと創生基金の利子

の積立てで２８万円、同じく積立金の増で２，１５０万円を組んでいるところでござ

います。 

 ９目の交通安全対策費、補正額４７万３，０００円を減額いたしまして、６９５万

３，０００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で４７万３，０

００円の減につきましては、交通安全推進委員会の交付金の減、これは被服等の購入

執行残となってございます。 

 １０目の防災対策費、補正額４，５００万円を減額いたしまして、１億５，５８０
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万５，０００円とするものでございます。１２節委託料で４，５００万円の減、防災

行政無線の整備業務委託料の減となってございます。これにつきましては、防災行政

無線、プロポーザル方式によります契約で、その分の執行残となってございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費、補正額３３５万７，０００円を減額し、４，０１８

万７，０００円とするものでございます。１９節扶助費で３３５万７，０００円の減、

低所得者支援給付、低額減税調整給付の減ということとなってございます。これは、

給付対象の実績減という形になっております。 

 その下、３項１目戸籍住民登録費につきましては、財源振替となってございまして、

国費でマイナンバーの補助が増えたと、それからその他財源の部分で証明手数料の減、

この部分の財源の部分での財源振替となってございます。 

 ４項選挙費、２目衆議院議員選挙費、補正額４９万９，０００円を減額いたしまし

て、５７４万５，０００円とするものでございます。３節職員手当で１７万１，００

０円の減、１０節需用費で３２万８，０００円の減につきましては、選挙関連経費の

執行残となってございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目の社会福祉総務費、補正額２７万７，０００円

を減額し、１億６，１４９万８，０００円とするものでございます。１２節委託料で

４４万５，０００円の減につきましては、上段のバスの運行業務委託料の減はこれは

福祉バスの運行分で町外分の利用が減ったと、その下の障害者支援区分認定調査委託

料７，０００円、これにつきましては雨竜町で障害認定後、千葉県に在住していると

いう方がおられまして、その分の１件分の認定調査を千葉県のほうに依頼するという

形のものでございます。１８節負担金補助及び交付金１５万３，０００円の増、成年

後見費用の助成金の増となってございます。当初２件分でございましたけれども、１

件が増えたという形で３件分となっております。２４節積立金１万５，０００円につ

きましては、記載の利子積立ての増となっております。 

 ２目の老人福祉費５０万２，０００円を追加し、４，８８０万５，０００円とする

ものでございます。１２節委託料で２９万８，０００円の減につきましては、高齢者

生活支援推進事業委託料の減、内容につきましては配食サービスの利用減となってご

ざいまして、当初１，４００食予定してございましたが、５４０食の見込みという形
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になってございます。その下、１３節使用料及び賃借料８０万円の増、タクシー使用

料の増となってございます。これは、雨竜町タクシー利用の助成分でございまして、

主に町外分が増えたという形で増額になっているところでございます。 

 ５目介護事業費、補正額１５４万６，０００円を追加し、１億１，５４３万３，０

００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で１５４万６，０００

円の増、通所介護事業負担金の増となってございます。これにつきましては、利用者

減によります施設運営負担金の増と、当初２５名見てございましたけれども、１５．

８人の見込みになったという形になってございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額９５万７，０００円を減額し、７，

３９８万４，０００円とするものでございます。１７節備品購入費で２６万９，００

０円の減、これにつきましては保育園備品購入の減、これは園児のテーブル、椅子分

です。その下の１８節負担金補助及び交付金６８万８，０００円の減、子育て支援保

育料助成金の減につきましては利用月数の減と、それぞれ両方とも執行残という形に

なってございます。 

 その下、２目の児童措置費、補正額１３８万６，０００円を追加し、３，２０９万

７，０００円とするものでございます。１２節委託料で４万２，０００円の増、児童

手当システムの改修委託の部分でございまして、児童手当システムの標準レイアウト

の改修の増となってございます。１８節負担金補助及び交付金１７９万円の増、こど

も発達支援センター負担金の増となってございます。これは、運営費増による負担金

の増、これは主に人件費分となってございます。１９節扶助費４４万６，０００円の

減、障害児施設給付費の減につきましては利用日数の減によるものとなってございま

す。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額４１１万８，０００円

を減額いたしまして、１億４，２３８万１，０００円とするものでございます。１８

節負担金補助及び交付金で７４万１，０００円の減につきましては、後期高齢者医療

の広域連合給付費負担金の減、これは令和５年度分の療養給付費の確定による減とな

ってございます。２７節の繰出金３３７万７，０００円の減、国民健康保険特別会計

への繰出金の減につきましては、空知中部広域連合の分賦金確定による国保会計への
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繰出金の減となってございます。その下、後期高齢者医療特別会計繰出金の減、１０

６万９，０００円の減につきましては、北海道後期高齢者医療の広域連合負担金の確

定による減となってございます。 

 ２目予防費、補正額４６６万９，０００円を減額いたしまして、４，０８７万円と

するものでございます。１２節委託料で３９万７，０００円の減につきましては、記

載の各種検診等の執行残となってございます。下のほうの健康管理システム改修委託

料１３０万３，０００円につきましては、これは妊婦のための支援給付システムの改

修となってございます。１８節負担金補助及び交付金３６０万８，０００円を減額い

たしております。新型コロナワクチンの予防接種費用の助成金の減となってございま

す。予定５６０名が３００名になったということで執行残となってございます。１９

節扶助費７３万５，０００円の減につきましては記載の執行残、２２節償還金利子及

び割引料７万１，０００円につきましては国費の過年度分の精算分となってございま

す。これにつきましては、５年度の未熟児療養給付費の国庫負担金確定による還付と

いう形になっているところでございます。 

 ３目の環境衛生費、補正額６１０万５，０００円を減額いたしまして、１億３１３

万３，０００円とするものでございます。１１節役務費で３９万６，０００円の減に

つきましては、廃棄物処理手数料の減、これは執行残。１２節委託料２２４万１，０

００円の減につきましては、記載の入札残となってございます。１８節負担金補助及

び交付金３４６万８，０００円の減につきましては、中空知衛生施設組合の負担金の

減、主にごみ処理施設の管理費減による負担金の減となっているところでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては財源振替と、こ

れにつきましては農地利用最適化交付金の減額による財源の振替となっているところ

でございます。 

 ２目の農業振興費、補正額９９３万５，０００円を追加し、３億２，８０４万６，

０００円とするものでございます。７節報償費で１０万円は、ヒグマ春期捕獲指導報

償費となっているところでございます。１１節役務費で４７万４，０００円の減につ

きましては、廃棄物処理手数料の減、これは鹿、アライグマの部分でございまして、

鹿で５５０キロ、アライグマで２９８キロを処理しているというところで、残り執行
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残となってございます。裏面に移ります。１２節委託料２９万１，０００円の減につ

きましては記載の執行残、１４節工事請負費１，０１７万５，０００円の減につきま

してはライスコンビナート改修工事の減、６年度中にもみすり機３基と湿式集じん機

の改修を行っていると、これの入札残となっているところでございます。１８節負担

金補助及び交付金２，０６４万７，０００円増につきましては、記載の各種補助等の

実績による執行残、そして中ほどに担い手確保経営強化支援事業補助金２，４５４万

５，０００円となってございますけれども、これにつきましては農業機械への融資、

購入５割補助という形で２件分の機械補助、間接補助という形になっているところで

ございます。２４節積立金１２万８，０００円の増につきましては、記載の利子積立

ての部分となっているところでございます。 

 ３目農地費、補正額５１９万８，０００円を減額し、７，０８２万３，０００円と

するものでございます。１２節委託料で２万円については、上段は尾白利加ダムの管

理委託料の減、これは入札残、その下の嘱託登記事務手数料３２万円につきましては

国営事業の北雨地区の土地所有権等の嘱託登記手数料という形となってございます。

１８節負担金補助及び交付金５２１万８，０００円の減、農地整備事業負担金の減と

なってございますが、内容は道営北友南、東栄１、２の総体事業費の減によるものと

なっているところでございます。 

 ４目の農業後継者育成対策費、補正額９８４万円を減額し、１，０６５万９，００

０円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で９８４万円の減につき

ましては、新規就農者の育成補助金の減３７４万円、これは当初６件分が４件分と、

うりゅう農業後継者未来応援金事業助成金の減につきましては６１０万円の減となっ

てございますが、当初５件分が１件分の実績という形になって執行残となっておりま

す。 

 ６目の国営農地整備事業費、補正額２１万３，０００円を増額し、２，１５４万７，

０００円とするものでございます。２４節積立金で２１万３，０００円は、記載の利

子積立分となっているところでございます。 

 ２項の林業費、１目の林業振興費、補正額３０万５，０００円を減額し、８７８万

８，０００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金につきましては
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各種負担金事業の執行残、２４節積立金４２万８，０００円につきましては森林環境

譲与税基金積立金の増と、これは積算の部分が人口割、人工林割それぞれ５％ずつ積

算が増えたということで増額になっているものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費、補正額３２７万２，０００円を減額し、６，３

９０万円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で３２７万４，００

０円の減につきましては、うりゅう商店街元気づくり活性化事業補助金の減と、これ

は執行残となってございますけれども、実績といたしましては１９件の執行があった

というところでございます。２４節積立金２，０００円につきましては、記載の利子

積立てとなっているところでございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費、補正額１５万円を減額し、１億９

４万９，０００円とするものでございます。１節報酬５０万円の減、３節職員手当３

５万円の増につきましては、実績による増減となってございます。 

 ２目の道路新設改良費、補正額７７０万円を減額し、２，１７５万４，０００円と

するものでございます。１２節委託料で５０万円の減につきましては記載の入札残、

１４節工事請負費７２０万円の減額につきましては町道整備工事の減のこれは入札残、

牧岡８号線の分でございます。 

 ３項の河川費、１目河川総務費、補正額２，２７６万円を減額し、３，８５５万９，

０００円とするものでございます。７節の報償費２７万円の減につきましては、排水

機場の操作補助の報償費の減と、当初６０時間見ておりましたけれども、１５時間の

実績という形になってございます。１２節委託料の４９万円減額、排水機場の機械点

検整備委託料の減につきましては１４万円は入札残、その下の排水機場の緊急時の運

転業務委託料の減、これは３５万円は実績がないという形になってございまして減額

しているところでございます。その下の１４節工事請負費２，２００万円の減、排水

路補修工事費の減となってございます。内容につきましては、洲本１０号排水路の部

分でござまして、補助事業枠が縮小したことによりまして工事費が減になったと、こ

の計画につきましては令和６年度から８年度までの計画となってございますけれども、

今回実施できなかったものにつきましては翌年度回しという形になるところも予定と

なっております。 
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 ４項住宅費、１目住宅管理費、補正額６７万５，０００円を減額し、１，８４５万

６，０００円とするものでございます。１４節工事請負費で６７万５，０００円は、

町営住宅の修繕の減、これはとどまつ４棟８戸の分でございます。 

 ２目の住宅建設費、補正額８１２万１，０００円を減額し、３億６，９７０万４，

０００円とするものでございます。１２節委託料で９３万５，０００円の減につきま

しては、わかば団地の建て替えの設計委託料の減、これは外構、道路分の入札残。そ

の下の１４節の工事請負費７１８万６，０００円の減、上段の公営住宅長寿命化改修

事業費の減７３万１，０００円の減につきましては、これはみどりの団地のＤ棟分、

それからわかば団地の建設工事費の減、６４５万５，０００円の減につきましては、

これはわかば団地のＥ棟分ということで、全て入札残という形になっているところで

ございます。 

 ９款１項１目消防費につきましては財源振替と、内容につきましては消防江竜タン

ク車の購入によります起債借入れの減によるものでございます。 

 １０款教育費、１項教育総務費、３目学校管理費、補正額１１５万円を減額し、９，

７４５万７，０００円とするものでございます。１節報酬で２０万円の減、３節の職

員手当で１５万円の減、８節の旅費で３０万円の減、１３節使用料及び賃借料で５０

万円の減につきましましては、全て執行残という形になっております。 

 ４項の社会教育費、１目の社会教育総務費、補正額４９万８，０００円を減額し、

９５１万４，０００円とするものでございます。７節の報償費で２０万円の減、１２

節の委託料で１９万５，０００円の減、１８節負担金補助及び交付金で１０万３，０

００円の減につきましても全て執行残という形になっております。 

 ５項の保健体育費、１目保健体育総務費、補正額３７４万７，０００円を減額して、

２１５万７，０００円とするものでございます。１０節需用費から１７節備品購入費

まで減額になってございますけれども、この部分につきましてはプール休止に伴いま

す関連経費の減という形になっております。１８節負担金補助及び交付金２１万５，

０００円の減につきましては、社会体育事業分の減となってございます。 

 ２目のスポーツセンター管理費、補正額１７万４，０００円を減額し、２，１１９

万５，０００円とするものでございます。１４節工事請負費で１７万４，０００円の
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減、改善センター整備工事の減はＬＥＤ修繕の工事で執行残となっております。 

 １２款１項公債費、１目の元金、これは財源振替という形になってございます。内

容につきましては、前年度の繰越金を充当することによりまして特定財源を減額する

ものでございます。 

 ２目の利子、補正額２１９万５，０００円を減額し、１，４５０万円とするもので

ございます。２２節償還金利子及び割引料で２１９万５，０００円、長期債償還利子

の減となってございます。これは、予定しておりました借入利率より下がったため、

その部分を減額しているということでございます。 

 １３款１項１目職員費、補正額５３１万７，０００円を減額し、４億６，６４９万

８，０００円とするものでございます。３節職員手当で５３１万７，０００円の減に

つきましては、実績によります整理したものでございます。 

 続きまして、歳入のほうに移ります。１１ページをお開きください。１款町税、１

項町民税、１目の個人、補正額３５４万５，０００円を追加し、８，８８４万５，０

００円とするものでございます。１節で現年課税分の増として３５４万５，０００円

を追加するものでございます。 

 ２目法人、補正額１００万円を減額いたしまして、８００万１，０００円とするも

のでございます。１節の現年課税分で１００万の減で、これは償却資産の減となって

ございます。 

 ２項１目固定資産税、補正額６００万円を追加し、９，０００万１，０００円とす

るものでございます。１節現年課税分の増ということで６００万円、これは機械設備

等の増となっているところでございます。 

 ３項の軽自動車税、１目軽自動車税種別割、補正額９８万１，０００円を追加し、

９４８万２，０００円とするものでございます。１節現年課税分の増で９８万１，０

００円につきましては、これは５年４月１日から６年３月３１日までの登録分の台数、

台数８０台が増えたという形となってございます。 

 ２目の軽自動車税環境性能割、補正額１１万４，０００円の増で、３２万５，００

０円とするものでございます。１節現年課税分の増で１１万４，０００円、これは新

車が５台分予定より増えたという形になってございます。 
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 ２款地方譲与税、３項１目森林環境譲与税、補正額４２万８，０００円を追加し、

４７７万４，０００円とするものでございます。１節森林環境譲与税の４２万８，０

００円につきましては、歳出でもお話ししました環境譲与税の積算の増によるもので

ございます。 

 ７款１項１目地方消費税交付金、補正額６００万円を減額し、５，３００万円とす

るものでございます。１節地方消費税交付金で６００万円の減でなってございます。 

 ９款１項１目地方特例交付金、補正額６００万円を追加し、６５０万円とするもの

でございます。１節地方特例交付金の増で６００万円、これは軽減上の措置分となっ

ているところでございます。 

 １０款１項１目地方交付税、補正額１億２，９６９万４，０００円を追加し、１８

億１４９万９，０００円とするものでございます。１節地方交付税で１億２，９６９

万４，０００円は、普通交付税の増となっているところでございます。 

 １２款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、補正額３３万１，

０００円を減額し、４６万１，０００円とするものでございます。１節農業費分担金

３３万１，０００円の減につきましては、土地改良事業の受益者分担金の減、道営事

業の東栄２地区の畑の受益者減による分担金の減となっているところでございます。 

 ２項の負担金、２目衛生費負担金、補正額３２万６，０００円を減額し、１０１万

５，０００円とするものでございます。１節保健衛生費負担金３２万６，０００円の

減につきましては、北海道医療給付費の高額療養費保険者負担金、これは重度心身障

害者分となっているところでございます。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、４目土木使用料、補正額６００万円を追加

し、８，０５１万８，０００円とするものでございます。４節住宅使用料で６００万

円の増につきましては、こちらは町営住宅使用料、これは入退去とわかば団地の増分

となってございます。 

 ２項の手数料、１目の総務手数料、補正額１６万４，０００円を減額し、９６万６，

０００円とするものでございます。１節の総務手数料で１６万４，０００円の減につ

きましては、記載の手数料の減となっているところでございます。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目の衛生費国庫負担金、補正額１，５８７
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万６，０００円を追加し、１億５８４万７，０００円とするものでございます。２節

の児童福祉費負担金で１，５８７万６，０００円の増につきましては、下段の主に子

どものための教育・保育給付費の増１，６０９万９，０００円、これにつきましては

保育園運営費の国費の負担金の増となっているところでございます。 

 ２目の衛生費国庫負担金、補正額３万６，０００円を減額し、３３７万９，０００

円とするものでございます。１節保健衛生費負担金で３万６，０００円の減につきま

しては、記載の負担金の減となっております。 

 ２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金、補正額５４８万円を増額し、４，０７

４万１，０００円とするものでございます。１節の総務費補助金で５４８万円、上段

につきましては社会保障、税番号システムの整備補助金の増で５４１万円、マイナン

バーカードの交付事務手数料での７万円となっているところでございます。 

 ２目の民生費国庫補助金、補正額３５万３，０００円を減額し、２７７万２，００

０円とするものでございます。１節社会福祉費補助金で５９万３，０００円の減につ

きましては、地域生活支援事業補助金の減、これは障害者、障害児の支援事業補助金

の減となっております。２節の児童福祉費補助金２４万円の増、子ども・子育て支援

事業補助金の増となってございます。これは、児童手当システム改修分の補助金の増

となっております。 

 ３目の衛生費国庫補助金１３０万２，０００円を追加し、１９６万６，０００円と

するものでございます。１節保健衛生費補助金で１３０万２，０００円につきまして

は、出産・子育て応援交付金の増となっております。これは、健康管理システムの部

分のシステム増となってございます。 

 その下、４目の土木費国庫補助金、補正額２４１万円を追加し、１億４，６５０万

８，０００円とするものでございます。２節の住宅費補助金で２４１万円、社会資本

整備事業交付金、これはわかば団地の標準建設費上昇によります特例加算の増となっ

ております。 

 ３項の国庫委託金、３目農林水産業費国庫委託金、補正額１３万２，０００円を追

加し、９３３万９，０００円とするものでございます。１節農業費委託金で１３万２，

０００円は、農業者年金業務、これは事務費積算の増となっております。 
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 １５款道支出金、１項道負担金、１目の民生費道負担金、補正額５３６万５，００

０円を追加し、４，６１３万８，０００円とするものでございます。２節の児童福祉

費負担金で５３６万５，０００円につきましては、下段のほうの部分の子どものため

の教育・保険給付費負担金の増につきましては保育園運営負担金の道費負担金の増と

なっております。 

 ２目の衛生費道負担金１４１万７，０００円を減額し、１，９１１万５，０００円

とするものでございます。１節保健衛生費負担金で１４１万７，０００円の減につき

ましては、記載の負担金の減となっております。 

 ３目の農林水産業費道負担金１７万円の増、追加いたしまして３９９万１，０００

円とするものでございます。１節農業費負担金で１７万円、記載の農業委員会交付金

の増、それから最適化交付金の減と、これは実績減となっているところでございます。 

 ２項の道補助金、１目の総務費道補助金、補正額３０万円を追加し、３２万２，０

００円とするものでございます。１節の総務費補助金で３０万円の増は、結婚新生活

分で２件分となっております。 

 ２目の民生費道補助金、補正額１３０万８，０００円を追加し、４５３万８，００

０円とするものでございます。２節の児童福祉費補助金の１３０万８，０００円、多

子世帯の保育料軽減の支援の補助金、これは対象者の増となってございます。 

 ３目の衛生費道補助金１１７万４，０００円を減額し、４０５万６，０００円とす

るものでございます。１節の保健衛生費補助金で１１７万４，０００円の減につきま

しては、記載の補助金の減となっております。 

 ４目の農林水産業費道補助金、補正額１，９４５万円を追加し、３億１０８万６，

０００円とするものでございます。１節の農業費補助金で２，３１２万６，０００円

につきましては、記載の部分で減額については実績によるもの、そして中段の担い手

確保経営強化支援事業補助金につきましては農業リース分の補助という形になってご

ざいます。２節の林業費補助金３６７万６，０００円を減額してございます。豊かな

森づくり推進事業補助金の部分につきましては、補助面積の減によるものでございま

す。その下の合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策等事業補助金の減で

ございますけれども、これにつきましては桂の沢の林道工事の補助対象外の減という
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形になっております。 

 ５目の土木費の道補助金１，６１３万３，０００円を減額し、８８６万７，０００

円とするものでございます。１節河川費補助金で１，６１３万３，０００円の減につ

きましては、これは記載の部分でございますけれども、洲本１０号排水路の関係によ

る減となってございます。 

 ３項の道委託金、２目の農業費道委託金、補正額４８９万７，０００円を減額し、

１，７８２万５，０００円とするものでございます。１節の農業費委託金で４８９万

７，０００円につきましては、国営の換地事業業務委託の減となってございます。 

 １６款の財産収入、１項財産運用収入の１目財産貸付収入、補正額１５０万円を追

加し、１，１２５万８，０００円とするものでございます。１節の土地建物貸付収入

１５０万円につきましては、町有住宅の貸付収入、入退去による増となっております。 

 その下の利子及び配当金、補正額６２万２，０００円を追加し、１８９万１，００

０円とするものでございます。１節利子及び配当金で６２万２，０００円は、記載の

利子の収入の増となっております。 

 ２項の財産売払収入、１目の不動産売払収入、補正額２８１万９，０００円を追加

し、５８２万９，０００円とするものでございます。２節の立木売払収入２８１万９，

０００円の収入の増につきましては、林業専用道の支障木の売払い、それから間伐材

の売払い収入の増という形になってございます。 

 １７款１項寄附金、２目の指定寄附金、補正額３，１５０万円を追加して、５億９，

２８０万円とするものでございます。１節指定寄附金で３，１５０万円は、指定寄附

金の増、団体からの１００万円、個人からの５０万円、ふるさと納税分で３，０００

万円を見ているものでございます。 

 １８款１項１目繰入金、補正額３億３，０９８万３，０００円を減額し、７，６４

４万４，０００円とするものでございます。１節の基金繰入金で３億３，１３５万円

の減につきましては、記載の減額につきましては繰入金を戻しまして単年度取崩しを

縮小するというものでございます。２節の特別会計繰入金３６万７，０００円につき

ましては、記載の繰入れの増となってございます。 

 １９款１項１目繰越金、補正額１億４，８４７万４，０００円を追加し、１億４，
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８４８万４，０００円とするものでございます。１節前年度繰越金で１億４，８４７

万４，０００円は、繰越金を精算したものでございます。 

 ２０款諸収入、４項受託事業収入、１目の総務費受託事業収入、補正額２２１万６，

０００円を減額し、７４０万３，０００円とするものでございます。１節総務費受託

事業収入２２１万６，０００円の減につきましては、記載の内容の委託金の減と、森

林整備センターの事業清算によるものの減となっております。 

 ５項１目雑入、補正額２１５万８，０００円を減額いたしまして、１，４３１万円

とするものでございます。１節雑入で２１５万８，０００円の減につきましては、コ

ロナワクチンの助成分の減となってございます。 

 ２１款１項町債、１目総務債、補正額で３，７００万円を減額いたしまして、１億

９，６２６万６，０００円、その下の２目農業債４００万円を減額し、１，２３０万

円に、その下、３目の土木債２，０４０万円を減額し、１億８，８６０万円に、４目

の消防債、補正額１０万円を減額し、４，１７０万円に、それぞれ各節の各種事業の

減収によります借入れの減という形になっているところでございます。 

 続きまして、６ページ、第２表、繰越明許費でございます。枠内の部分で追加とな

っておりますけれども、２款総務費の１項総務管理費で９目の文書広報費、自治体中

間サーバープラットフォーム機器の更改負担金、これにつきましては特定個人情報シ

ステムの改修分でございまして、２７９万１，０００円を繰り越す。 

 ４款衛生費の１項保健衛生費、２目の予防費、健康管理システムの改修委託料につ

きましては、妊婦支援システムの部分でございまして、１３０万３，０００を繰り越

す。 

 ６款の農林水産業費、１項の農業費、２目の農業振興費、中山間地域等直接支払事

業第６期対策の業務委託料につきましては、これは雪解けに測量を行わなければいけ

ないということで、この部分を予算を５７０万９，０００円を繰り越すというもの。 

 ７款の商工費、１項商工費、１目の商工振興費、物価高騰対応重点支援商品券配布

事務取扱委託料につきましては、これは６号補正で行いました事業費１，６５０万円

のうちの２０％分を繰り越す、３３０万円繰り越すというものでございます。１目の

商工振興費、うりゅうにぎわいＵＰ事業補助金、これにつきましても６号補正で予算
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組みいたしました４万円の２０％分の６００人分、この事業を４８０万円を繰り越す

というものでございます。 

 その下、変更といたしまして、２款総務費、１項総務管理費の１０目の防災対策費、

防災行政無線の整備事業の部分で１億９，８００万円組んでございましたけれども、

これを変更後１億５，３００万円に変更するというものでございます。 

 続きまして、第３表、債務負担行為補正でございます。廃止という形になってござ

います。１つ目は、社会福祉法人雨竜ことぶき会が金融機関から借入れする特別養護

老人ホーム雨竜寿園改修工事融資資金の元利償還金に対する損失補償、平成２３年か

ら令和１４年までとなっているところでございますけれども、これにつきましては令

和６年１２月１５日に雨竜ことぶき会が貸付融資完済したことによりまして損失補償

が不用となったため、廃止するというものでございます。 

 その下の雨竜町水泳プール指定管理費につきましては、６年度プール休止によるも

ので、６年度から８年度までの期間となってございましたけれども、これを廃止する

というものでございます。 

 続きまして、第４表、地方債補正でございます。変更であります。１つ目といたし

ましては、防災行政無線の整備事業債、限度額１億８，０００万円から１億４，３０

０万円にするもの、その下、農業生産基盤整備事業債、１，６３０万円を１，２３０

万円に、その下、農業水路等長寿命化・防災減災事業債、１，０００万円を３２０万

円に、町道整備事業債、２，５００万円を２，２５０万円に、公営住宅建設事業債、

１億７，４００万円を１億６，２９０万円に、消防自動車購入事業債、４，０３０万

円を４，０２０万円に変更するものでございます。 

 以上で議案第１６号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時３０分 
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〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 これより議案第１６号の質疑に入ります。 

 質疑は、予算書に従い、歳入は款ごとに、歳出は項ごとに行うこととします。 

 まず、歳出から行います。１９ページをお開きください。１款議会費、１項議会費

について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １９ページから２０ページ、２款総務費、１項総務管理費に

ついて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２項徴税費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２１ページ、３項戸籍住民登録費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ４項選挙費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２１ページから２２ページ、３款民生費、１項社会福祉費に

ついて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２項児童福祉費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２２ページから２３ページ、４款衛生費、１項保健衛生費に

ついて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２３ページから２４ページ、６款農林水産業費、１項農業費

について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２５ページ、２項林業費について質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ７款商工費、１項商工費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２５ページから２６ページ、８款土木費、２項道路橋梁費に

ついて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ３項河川費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ４項住宅費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２７ページ、９款消防費、１項消防費について質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １０款教育費、１項教育総務費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ４項社会教育費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２８ページ、５項保健体育費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １２款公債費、１項公債費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２９ページ、１３款職員費、１項職員費について質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。１１ページを御覧ください。１款町税について質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） ２款地方譲与税について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １２ページ、７款地方消費税交付金について質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ９款地方特例交付金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １０款地方交付税について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １２ページから１３ページ、１２款分担金及び負担金につい

て質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １３款使用料及び手数料について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １３ページから１４ページ、１４款国庫支出金について質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １４ページから１５ページ、１５款道支出金について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １６ページ、１６款財産収入について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １７款寄附金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １７ページ、１８款繰入金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １９款繰越金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） １７ページから１８ページ、２０款諸収入について質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２１款町債について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 次に、６ページ、第２表、繰越明許費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、７ページ、第３表、債務負担行為補正について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、８ページ、第４表、地方債補正について質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） それでは、全体を通して質疑あれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１６号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号 令和６年度雨竜町一般会計補正予算（第７号）は、原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第１７号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１９、議案第１７号 令和６年度雨竜町国民健康保
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険特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第１７号 令和６年度雨竜

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和６年度雨竜町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

６５万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，６９

９万６，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の国民健康保険特別会計（第１号）を御覧いただきたいと思います。１ペー

ジ目から２ページ目にかけましては、第１表、歳入歳出予算補正、歳入歳出ともに２

６５万９，０００円を減額いたしまして、１億４，６９９万６，０００円とするもの

でございます。 

 事項別明細書の歳出のほうから説明をいたします。７ページをお開きください。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１２万５，０００円を減額し、

９万円とするものでございます。８節旅費で１２万５，０００円は、一般旅費の減と

なっております。 

 ２目広域連合分賦金、補正額１４９万５，０００円を減額し、１億３，４５４万３，

０００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で１４９万５，００

０円の減につきましては、説明の実績に応じた減によるものでございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、補正額１５８万６，０００円を減額し、１，１３３

万１，０００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金で１５８万６，

０００円の減につきましては、国保税担当職員給料等負担金の減、これは人事異動に

よる減となってございます。 
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 ２款１項１目基金積立金、補正額３０万３，０００円を追加し、３２万７，０００

円とするものでございます。２４節積立金で３０万３，０００円につきましては、説

明の積立金の増となっているところでございます。 

 ４款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額２４万４，０００円を追

加し、２４万５，０００円とするものでございます。２７節繰出金で２４万４，００

０円の増は、一般会計繰出金の増、これにつきましては５年度の一般会計繰入れの執

行残を一般会計へ戻すというものでございます。 

 続きまして、歳入に移ります。５ページをお開きください。１款１項１目国民健康

保険税、補正額３６７万２，０００円を追加し、９，６３８万円とするものでござい

ます。節の中で１節、３節、５節、それぞれ現年度分等の増となってございますけれ

ども、これにつきましては所得の増によるものでそれぞれ予算が現年度分が増えてい

るというものとなっているところでございます。 

 続きまして、３款財産収入、１項財産運用収入、１目の利子及び配当金、補正額１，

０００円を追加し、２万５，０００円とするものでございます。１節利子及び配当金

で１，０００円、財政調整基金利子の収入の増となっております。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額２３０万８，０００

円を減額し、２，４１３万４，０００円とするものでございます。１節保険基盤安定

繰入金９６万２，０００円の減につきましては、説明欄の説明の記載のとおりとなっ

てございます。２節の職員給与費等繰入金３万１，０００円につきましては、職員給

与費等の繰入金の増。３節の出産育児一時金等繰入金につきましては、１００万円の

減額、これは出産育児一時金繰入金の減となっているところでございます。４節の財

政安定化支援事業繰入金２５万２，０００円の減につきましては、これは保険料の平

準化の確定に伴います減という形になってございます。５節のその他一般会計繰入金

１２万５，０００円につきましては、記載のとおりとなってございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額２，３４６万２，０００円を減

額し、７０１万２，０００円とするものでございます。１節財政調整基金繰入金で２，

３４６万２，０００円を減額しているものでございます。 

 ５款１項１目繰越金、補正額６０万２，０００円を追加し、６０万３，０００円と
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するものでございます。１節繰越金は６０万２，０００円、前年度繰越金の増となっ

ているところでございます。 

 ３項１目雑入、補正額１，８８３万６，０００円を追加し、１，８８３万８，００

０円とするものでございます。１節雑入で１，８８３万６，０００円、記載の空知中

部広域連合の５年度分の返還金３７８万８，０００円と北海道保険給付費市町村特別

交付金の増、１，５０４万８，０００円の増という形になっているところでございま

す。 

 以上で議案第１７号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いを

いたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は、項目が少ないため、質疑は予算書に従い、歳入歳出とも款ごととします。 

 まず、歳出から行います。７ページをお開きください。１款総務費について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ２款基金積立金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ８ページ、４款諸支出金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。５ページを御覧ください。１款国民健康保険税につ

いて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ３款財産収入について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ５ページから６ページ、４款繰入金について質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） ５款繰越金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ６款諸収入について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１７号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１８号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２０、議案第１８号 令和６年度雨竜町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第１８号 令和６年度雨竜

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 令和６年度雨竜町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

４６万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，７１７万
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７，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を御覧いただきたいと思いま

す。１ページ目、２ページ目につきましては、第１表、歳入歳出予算補正、歳入歳出

ともに２４６万１，０００円を減額し、４，７１７万７，０００円とするものでござ

います。 

 事項別明細書の歳出のほうから説明をさせていただきます。一番裏のページの６ペ

ージをお開きください。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額２５８

万６，０００円を減額し、４，６３８万１，０００円とするものでございます。１８

節負担金補助及び交付金で２５８万６，０００円の減、この説明欄の部分であります

けれども、北海道後期高齢者医療の事務費、それから保険料の確定による減額となっ

ているところでございます。 

 ３款諸支出金、２項１目繰出金、補正額１２万５，０００円を追加し、１２万６，

０００円とするものでございます。２７節繰出金で１２万５，０００円の増、一般会

計繰出金の増となってございます。内容につきましては、令和５年度の一般会計繰入

れの精算金の部分を繰出金で増額したというものでございます。 

 ５ページ、歳入に移ります。１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、

補正額４４５万円を減額し、１，６３３万７，０００円とするものでございます。１

節現年度分特別徴収保険料の減で４４５万円の減。 

 その下、２目の普通徴収保険料、補正額２８３万円を追加し、１，３３６万９，０

００円とするものでございます。１節の現年度分普通徴収保険料で２８３万円の増と

なってございます。これにつきましては、所得が増えたことによりまして年金特別徴

収の部分に係る部分が引くことができなくなった部分、その部分が普通徴収に回った

という形と被保険者数の自然減という形で増減が出ているという形でございます。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、補正額１３万４，０００円

を減額し、２７２万７，０００円とするものでございます。１節事務費繰入金で１３
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万４，０００円の減は、事務費の減となってございます。 

 ２目の保険基盤安定繰入金、補正額９３万５，０００円を減額し、１，４５１万円

とするものでございます。１節の保険基盤安定繰入金の減、これは軽減分でございま

すけれども、９３万５，０００円を減額しているというものでございます。 

 ５款１項１目繰越金、補正額２２万８，０００円を追加し、２２万９，０００円と

するものでございます。１節繰越金で２２万８，０００円は、前年度繰越金の部分と

いう形で精算しているものでございます。 

 以上で議案第１８号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は、項目が少ないため、質疑は予算書に従い、歳入歳出とも款ごととします。 

 まず、歳出から行います。６ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連

合納付金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ３款諸支出金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。５ページを御覧ください。１款後期高齢者医療保険

料について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ４款繰入金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ５款繰越金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１８号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１９号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２１、議案第１９号 令和６年度雨竜町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第１９号 令和６年度雨竜

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。 

 令和６年度雨竜町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，

８０３万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６３０

万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方債の補正、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の農業集落排水事業特別会計の補正予算（第２号）を御覧いただきたいと思

います。第１表の１ページ、２ページ目でございますけれども、補正額２，８０３万
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７，０００円を減額し、２億６３０万９，０００円とするものでございます。 

 事項別の部分の歳出のほうから説明をさせていただきます。７ページをお開きくだ

さい。１款農業集落排水事業費、１項１目下水道費、補正額２，７８１万円を減額し、

１億９，８５３万円とするものでございます。１２節委託料で１０３万９，０００円

の減については、公営企業会計法の適用委託業務の減。そして、１４節の工事請負費

２，６７７万１，０００円の減につきましては、処理場機械設備等改修工事の減、こ

れは満寿処理場分でございます。両方とも入札減という形になっております。 

 ３款１項１目予備費、補正額２２万７，０００円を減額し、７７６万７，０００円

とするものでございます。 

 歳入に移ります。６ページ目でございますが、歳入、２款国庫支出金、１項国庫補

助金、１目下水道費国庫補助金、補正額１，４２３万７，０００円を減額し、６，８

０５万７，０００円とするものでございます。１節下水道費補助金で１，４２３万７，

０００円の減、農山漁村地域整備交付金の減。 

 その下、７款１項町債、１目の農業集落排水事業債、補正額１，３８０万円を減額

し、８，９５０万円とするものであります。１節の農業集落排水事業債で１，３８０

万円の減、農業集落排水事業債の減となってございます。 

 これらの２件の歳入の減につきましては、満寿処理場の工事入札の減に伴いまして

補助金と起債が減っているという形になってございます。 

 続きまして、３ページ目でございます。第２表、地方債補正、起債の目的、農業集

落排水事業債。限度額の変更となってございます。限度額１億３３０万円を限度額８，

９５０万円に補正するというものでございます。 

 以上で議案第１９号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は、項目が少ないため、質疑は予算書に従い、歳入歳出とも款ごととします。 

 まず、歳出から行います。７ページをお開きください。１款農業集落排水事業費に

ついて質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ３款予備費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。６ページを御覧ください。２款国庫支出金について

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ７款町債について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 次に、３ページ、第２表、地方債補正について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第１９号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２０号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２２、議案第２０号 雨竜町ふれあいセンターの設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２０号 雨竜町ふれあい

センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記といたしまして、雨竜町ふれあいセンターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例。 

 雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を別紙のように改正す

る。 

 説明といたしまして、公共施設管理方法の変更に伴い、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。新旧対照表、表の右側にござい

ますが、備考欄にそれぞれの説明を記載してございます。管理者が雨竜町長となるこ

とから、改正となる部分が主な内容でございます。 

 第３条、管理におきましては、管理者と職員の配置について第１項及び第２項で改

正してございます。第２項については、追加をするものでございます。 

 第４条、休館日及び開館時間、第１項及び第２項におきまして管理者の文言、利用

時間の修正についてを変更しているものでございます。 

 第５条、利用の許可及び次のページ、第６条、利用の不許可におきます管理者の文

言についてを修正しているものでございます。 

 第７条、利用料金におきましては、指定管理に関する規定の削除、文言の修正を下

線部分それぞれ修正をしているものでございます。 

 第８条、利用料金の減免、続きまして第９条、利用料金の返還、第１１条、利用許

可の取消等、次のページにお進みいただきまして、第１２条、利用者の義務、第１３

条、特別設備等の許可におきましては、管理者の文言を修正するものでございます。 
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 第１４条、原状回復におきましては、指定管理に関する規定を削除するものでござ

います。 

 次のページ、第１５条、損害賠償、それと第１７条、委任についてでございますが、

条を繰り上げるものでございます。 

 第１６条、入場の制限におきましては、文言を修正するものでございます。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上、議案第２０号、雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部

改正についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２０号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号 雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２１号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２３、議案第２１号 雨竜町さわやかトイレの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２１号 雨竜町さわやか

トイレの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 
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 雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例。 

 雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明といたしまして、公共施設管理方法の変更に伴い、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。こちら表の右側にございます備

考欄にございますが、それぞれの内容を記載しているものでございます。改正案のほ

うに沿って説明をさせていただきます。 

 第３条、管理及び第４条、利用の制限におきましては、管理に係る文言の修正でご

ざいます。 

 第５条、損害賠償につきましては、現行の第５条及び第６条の削除によります条の

繰上げでございます。 

 次のページにお進みいただきまして、第６条、委任につきましては、条の繰上げと

文言を修正するものでございます。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上、議案第２１号、雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の一部改

正についての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２１号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号 雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２２号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２４、議案第２２号 雨竜町いきいき元気村の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２２号 雨竜町いきいき

元気村の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 高瀬住民課長。 

〇住民課長（高瀬則道） 記、雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例。 

 雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明、公共施設管理方法の変更に伴い、本条例の一部を改正するもの。 

 次のページ、新旧対照表を御覧ください。主なもののみ説明させていただきます。

第５条では、指定管理に関する規定のため、削除するものであります。また、第２項

では、新たに職員配置規定を追加するものであります。 

 第６条第２号のイ、パークゴルフ場の利用時間を変更するものであります。 

 次のページの第１０条第１項は、指定管理に関する規定のため、削除するものであ
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ります。 

 ３ページの左側、現行欄の１番下、第１７条と４ページの現行欄の第１８条第３項

及び第１９条第２項につきましては、指定管理に関する規定のため、削除するもので

あります。 

 その他の改正につきましては、主に指定管理者から町長へ文言を変更する修正とな

っております。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上、議案第２２号の説明とさせていただきます。ご審議についてよろしくお願い

いたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２２号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号 雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２３号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２５、議案第２３号 雨竜町農業集落排水事業特別

会計条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２３号 雨竜町農業集落



 - 57 -

排水事業特別会計条例を廃止する条例の制定について。 

 雨竜町農業集落排水事業特別会計条例を廃止する条例を次のように制定するものと

する。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 以降につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 西井産業建設課技術長。 

〇産業建設課技術長（西井浩司） 記といたしまして、雨竜町農業集落排水事業特別

会計条例を廃止する条例。 

 雨竜町農業集落排水事業特別会計条例は廃止する。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 説明、農業集落排水事業に公営企業法の財務規定等の適用に伴い、本条例を廃止す

るものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２３号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号 雨竜町農業集落排水事業特別会計条例を廃止する条例の制

定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２４号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２６、議案第２４号 滝川市と雨竜町における電子
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情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規

約についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２４号 滝川市と雨竜町

における電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約の一部

を変更する規約について。 

 地方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、滝川市と雨竜町における電子情

報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約を別紙のとおり変更す

る。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 以降、詳細につきましては担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 高瀬住民課長。 

〇住民課長（高瀬則道） 記、滝川市と雨竜町における電子情報処理組織による戸籍

等事務に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規約。 

 滝川市と雨竜町における電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に

関する規約の一部を別紙のとおり変更する。 

 説明、戸籍事務における標準準拠システムへの移行に伴い、本規約を変更するもの

であります。 

 次のページ、別紙、新旧対照表を御覧ください。現在滝川市に設置している戸籍サ

ーバーシステムを標準準拠システムへ移行することに伴い、今後事業者のクラウドを

利用することになるため、新旧対照表のとおり、第２条、第５条、そして第７条の文

言をそれぞれ修正するものであります。 

 附則、この規約は、令和７年１０月１日から施行する。 

 以上、議案第２４号の説明とさせていただきます。ご審議についてよろしくお願い

いたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２４号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号 滝川市と雨竜町における電子情報処理組織による戸籍等事

務に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規約については、原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎議案第２５号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２７、議案第２５号 雨竜町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第２５号 雨竜町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 以降、詳細につきましては担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例。 

 雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のように改
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正する。 

 説明、期末手当、勤勉手当の支給率の変更に伴い、本条例を改正するものでござい

ます。 

 裏面に新旧対照表ございますが、別に配付しました議案第２５号資料を御覧いただ

きたいと思います。会計年度任用職員、フルタイムに係ります欄を御覧いただきたい

と思いますが、表の右から２行目にございます合計欄により説明をさせていただきま

す。６年度期末手当１．３２３月を７年度は１．３５月に、６年度勤勉手当につきま

して１．１２７月を７年度は１．１５月、期末、勤勉手当の合計を６年度２．４５月

から７年度は２．５月とするものです。 

 また、下段になりますが、会計年度任用職員、パートタイム、こちらも合計欄で説

明をしますけれども、６年度期末手当０．６６１５月を７年度は０．６７５月に、６

年度勤勉手当０．５６３５月を７年度は０．５７５月とし、６年度の期末、勤勉手当

の合計１．２２５月を７年度につきましては１．２５月にするものでございます。 

 新旧対照表２ページの下段を御覧いただきたいと思います。附則、この条例は、令

和７年４月１日から施行する。 

 以上、議案第２５号、雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正についての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２５号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号 雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
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の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

再開 午後 ２時４０分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎令和７年度施政方針 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２８、令和７年度施政方針を議題といたします。 

 初めに、町政執行方針について町長の説明を求めます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） ただいま議長よりお許しをいただきましたので、令和７年度町

政執行方針を述べたいと思います。 

 はじめに 

 令和７年雨竜町議会第１回定例会において、町政執行にあたって私の所信を述べさ

せていただきます。 

 今年は町政運営を任されてから３年目を迎え、一期目の折り返しの年となります。 

 これまでの間、町政の執行にあたっては、町民の皆さん、議員各位のご理解とご協

力を賜っておりますことに対し、厚くお礼を申し上げます。 

 昨年は大きな災害もなく、本町の基幹作物である「水稲」の作柄は、品質・収量と

もに良い出来秋を迎えることが出来ました。 

 一方では、「令和の米騒動」による急激な米価の上昇がみられ、今後の消費動向に

どの様な影響が及ぶのかが心配されるところであります。 

 昨今の社会情勢を見ますと、世界的な情勢不安は今なお続き、エネルギー価格をは

じめとする諸物価の高騰が日常生活に大きな影響を及ぼしています。 

 さらに、人口減少による働き手の不足は、地方にとって大変深刻な問題であります。 

 加えて、気候変動による大規模自然災害の発生に備えて、防災対策や危機管理に万
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全を期することが重要であります。 

 このような中、平成２８年に策定した「雨竜町振興基本計画」は、本年度が最終年

次となります。 

 人口減少・少子高齢化・都市への人口集中が加速する中で、これまでの施策を検証

しつつ、これからの１０年を見据えた「雨竜町総合基本計画」の策定に着手して参り

ます。 

 昨年末に町民の皆さんからいただいたアンケート調査結果も参考にさせていただき

ながら、各種事業の推進にあたっては、子どもたちに「夢」を与えられるものである

こと、若者が「希望」を持てるものであること、お年寄りに「安心」を感じてもらえ

るものであることを基本として、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指してま

いります。 

 以下、雨竜町振興基本計画の項目に沿って、施策の大綱を申し上げます。 

１．産業振興による足腰の強い活力あるまちづくり 

【特色ある持続的な農林業の展開】 

 後継者・新規就農者を守り育てるため、農業後継者未来応援事業の活用、就農コー

ディネーターによる新規就農者や就農研修者への支援を図るなど、関係機関・団体が

一体となって新規就農者育成プロジェクトを進めてまいります。 

 スマート農業の基盤となる土地改良事業は、国営緊急農地再編整備事業雨竜暑寒地

区が１２年間に及ぶ事業が完了年度となることから、関係者・関係機関と連携を図り、

事業完了となるよう進めてまいります。 

 また、国営施設応急対策事業新雨竜二期地区においては、南伏古及び逆川排水機場

の改修工事の完了とダム管理用制御処理設備の整備が予定されています。 

 道営経営体育成基盤整備事業では、北友南地区、東栄第１地区、東栄第２地区が継

続整備されるほか、渭の津２地区の整備事業に向けた調査が行われます。 

 更に、老朽化した幹線排水路整備では洲本１０号排水路の改修を農業水路等長寿命

化・防災減災事業により継続して進めてまいります。 

 環境に配慮した安全で良質なブランド米「うりゅう米」の作付けについては出荷量

拡大に向け、継続して支援を行ってまいります。 
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 特産品の「暑寒メロン」は、市場では、大変好評を得ているところです。しかしな

がら、作付け戸数・面積が減少傾向にありますことから生産者への支援を拡充してま

いります。 

 有害鳥獣対策については、農作物をシカやアライグマの被害から守るため、地域住

民や関係機関と調整を図り、役割分担をしながら一体となって被害の拡大防止に努め

てまいります。 

 また、近年は居住地へのヒグマの出没が増えていることから、ヒグマ春期管理捕獲

事業を実施するとともに、猟友会や警察署等関係機関との連携を密にして、対策を進

めてまいります。 

 林業の振興については、森林資源の活用と水資源等の環境保全のため、除間伐等の

各種事業を継続実施するとともに、町有林・民有林及び林道の計画的な維持・管理に

努めます。昨年、整備した桂の沢北線林業専用道を活用して、公有林伐採工事を進め

てまいります。 

【産業間連携による活力ある商工業の展開】 

 人口の減少等による購買力の低下や、燃料・エネルギー価格高騰・人件費の増など

商工業者を取り巻く環境が厳しい状況にあります。 

 経営の安定と近代化促進のため、利子補給事業を継続するとともに、起業・新規開

業への支援や環境に配慮した店舗改修、にぎわいを創り出す取組み、空き店舗等整備

への支援を進めてまいります。 

 特産品開発については、町内で起業した事業者が、地元農産物を使った特産品の開

発・製品化に取り組んでいるところであります。 

 雨竜町特産品開発協議会を通じて、更に、民間企業との連携、共同開発などを積極

的に進めてまいります。 

【地域の魅力を発信する観光の展開】 

 本年は、雨竜沼湿原がラムサール条約湿地登録２０周年を迎えます。うりゅうを代

表する観光スポットとして、引続き登山客の適切な受け入れとゲートパーク施設の維

持管理・環境保全を図るとともに、町内商工業者ともタイアップした２０周年協賛イ

ベントの開催を進めてまいります。 
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 更に、道の駅の機能を充実させるべく、株式会社雨竜町振興公社や雨竜町観光協会

と連携を密にして、情報発信に努めてまいります。 

 観光客誘致の起爆剤として、引続き、観光誘客促進雨竜割引事業を進めてまいりま

す。 

【雇用環境の創出と就業機会の確保】 

 就労ニーズの多様化、人材不足により、常時雇用者やパート職員の人材確保も難し

い状況にあることから、既存企業・商店における経営強化のため、事業拡充支援等に

よる雇用環境を創出し、就業機会の確保と充実に努めてまいります。 

２．明るく豊かな暮らしを守るまちづくり 

【美しい景観と暮らしやすい生活環境の融合】 

 老朽化した既存住宅の長寿命化工事として「第２みどり団地」の外部等改善工事を

実施し、また、わかば団地への良好なアクセスを図るため団地内道路を整備いたしま

す。 

 空き家となっている公営住宅についても計画的な維持修繕を行い、良好な住環境の

整備に努めます。 

 宅地分譲では、雨竜町定住促進団地残り４区画の早期売却を図るため、住まいる定

住促進事業、子育て世帯の転入と省エネ住宅を促進する「こどもエコすまいる支援制

度」を雨竜町土地開発公社と連携のもと、各種定住促進関係施策のＰＲを強化して町

内外からの定住促進に努めてまいります。 

 農業集落排水事業では、本年度より、地方公営企業法に基づいた会計方式となり、

経営状況と資産の明確化により、適切な経営に努めていきます。 

 また、老朽化した満寿地区汚水処理場の機器の更新工事を進め、良好な施設管理に

努めます。 

 廃棄物の適正処理と環境衛生の向上については、関係機関と連携し、不法投棄の監

視や啓発活動を進めるとともに、雨竜町廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物処理を

適切に進めてまいります。 

【安心・安全な暮らしの提供】 

 防災・減災対策では、防災行政無線の更新が本年完了となることから、連絡体制の
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強化を図るとともに、防災にかかる意識向上のための教室や防災用備蓄品の充実を進

め、常日頃から災害に備え万全な体制を整えてまいります。 

 交通安全対策については、悲惨な交通事故が起きないよう関係機関とより一層の連

携を図るほか、地域の老朽化した交通安全灯の修繕に対し補助を実施するなど、交通

事故の抑止に努めてまいります。 

 また、近年多発している高齢者による交通事故の防止対策として、高齢者運転免許

証返納サポート事業により、自主的な免許証返納を呼び掛けてまいります。 

 生活交通手段の確保対策では、雨竜町地域公共交通活性化推進協議会等の意見も参

考とし、深川滝川線を存続するための対策を進めるとともに、引続きタクシー利用助

成事業を実施してまいります。 

 道路管理については、計画的な維持補修工事の実施やミニロータリーの更新により、

冬期間においても的確な除排雪作業を行い、安心安全な道路環境の確保に努めてまい

ります。 

 買い物支援対策では、雨竜町商業振興対策協議会の議論をもとに、お買い物バスの

運行を継続してまいります。 

【健やかに暮らし続けることができる環境の整備】 

 健康づくり・疾病予防・介護予防対策については、第３期データヘルス計画及び第

４期特定健康診査等実施計画に基づき、健康寿命の延伸を目指して疾病の早期発見と

重症化予防対策を主眼に、各種健診・健康教育・相談事業・訪問事業等を継続し推進

してまいります。 

 各種がん検診、国保特定健診及び歯科健診については、自己負担の無料化を継続す

るとともに、定期的な受診を勧奨し若い時期から健康管理に役立てるよう周知に努め

てまいります。 

 また、感染症予防対策については、新たに定期接種となる帯状疱疹予防接種費用を

助成し、疾病予防対策に努め、接種を希望する町民がさらに安心できる制度にしてま

いります。 

 国民健康保険事業については、引続き北海道国民健康保険運営方針を基に空知中部

広域連合と連携してまいります。 
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 妊娠・出産・子育て環境については、産後ケア事業の拡充、５歳児健診の実施、保

育料の全額助成や、保育園の環境整備充実を図るなど、引続き子育てに優しい環境づ

くりに努めてまいります。 

 高齢者福祉については、第９期介護保険事業計画に基づき、生活支援体制整備事業

及び認知症初期集中支援事業を継続実施し、高齢者支援サービスの拡充に努めてまい

ります。 

 また、いきいき館やパークゴルフ場については、利用者が快適に施設利用ができる

よう努めてまいります。 

 障がい者福祉については、障害者総合支援法及び第７期雨竜町障がい福祉計画、第

３期雨竜町障がい児福祉計画に基づき、利用者にとって総合的かつ適切にサービスが

提供されるよう支援してまいります。 

３．明るい未来を描く教育・文化・スポーツのまちづくり 

【健やかな成長を支える教育の充実】 

 雨竜町の豊かな自然、歴史や文化への理解を深めながら、社会の変化に対応し、自

立の精神にあふれる子どもたちを育成する教育行政を推進してまいります。 

 「ふるさと うりゅう」に誇りと愛着を持つ児童生徒を育成するため、地域ととも

にある学校づくりを進め、これまでの小中一貫教育の経験を児童生徒の指導に反映し、

家庭と連携した学校教育の充実に努めます。 

 一人ひとりの自己肯定感を高めるとともに、すべての人を価値ある存在として尊重

し、共に支え合う心を育み、可能性を引き出す教育に取り組んでまいります。 

 学校法人田中学園立命館慶祥小学校との連携事業を推進し、学校間交流による子ど

もたちの様々な経験を通じて、教育の質の向上を図ります。 

【仲間とふれあい笑顔あふれる生涯学習社会の形成】 

 一人ひとりが健康で心豊かな生活を送るため、生涯学習社会の形成による「地域づ

くり」、「人づくり」、「仲間づくり」を推進します。 

 子どもたちの健全育成と幼児から高齢者まで生涯にわたる学習活動の充実を図り、

各種事業が学びに対する動機づけにつながるよう、学習機会の充実に努めてまいりま

す。 
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 心身ともに健康で明るく豊かな生活を送れるよう年間を通してスポーツの振興に努

め、各スポーツ団体等と連携し、環境づくりや事業支援等を行います。 

 芸術文化の振興については、各種文化団体の育成や活動を支援するほか、札幌交響

楽団を招へいした「すまいるコンサート」の開催、文化活動への参加や優れた芸術文

化に触れる機会の提供に努めます。 

 また、郷土伝統芸能保存活動に対する支援と推進を図ります。 

 社会教育施設の適正な維持管理に努め、有効活用の推進と利用改善に取り組んでま

いります。 

４．住民参加による愛着のあるまちづくり 

【地域コミュニティ活動の推進】 

 地域コミュニティを形成するうえで、町内会の役割は重要なことから、引続き地域

住民と行政の連携を図るとともに、町内会活動や地域を主体としたコミュニティ活動

の支援に努めてまいります。 

【町に人を呼び込む活動の展開】 

 人口減少を緩やかなものとするため、町民の参加しやすいイベントの開催や、定住

促進事業の拡充と防災対策強化により、安心して住み続けたくなる「うりゅう」の魅

力を町内外に向け情報発信してまいります。 

 ふるさと納税制度については、各種取り扱いサイトにおけるＰＲの強化、地方創生

事業における学びの充実を目的とした小学生向け英語塾や、小学生向けプログラミン

グ塾の開講による学習機会の拡充、都市からの交流人口増加を目的としたイベントの

開催による地域活性化を図ってまいります。 

 地域おこし協力隊については、地域として必要とされる人材の確保に向け、新たな

隊員の募集を進めてまいります。 

【行政情報の積極的な提供と住民との対話の促進】 

 町ホームページ、広報うりゅう、防災行政無線を活用した町民に必要な行政情報を

的確に伝えるため、情報発信に努めてまいります。 

 また、住民ニーズを的確に把握するため、町政懇談会や町内会長会議を通して、町

政への意見反映に努めてまいります。 
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【行財政健全化の推進】 

 行政水準の向上を図るため、健全財政の維持に努め、各種経費の節減・合理化及び

財源の確保に努めるとともに、地方債の繰上償還による将来を見据えた健全な財政運

営と各種基金の適切な運用、行政資産の適正管理に努めてまいります。 

 また、事務事業の効率化を図るため、地方公共団体情報システム標準化に関する法

律に基づいた整備を進めるとともに、広域で構成する一部事務組合、広域連合、及び

中空知定住自立圏を構成する市町と緊密に連携し、継続して取り組んでまいります。 

 おわりに 

 以上、町政執行の所信と基本的な方針について述べさせていただきました。 

 令和７年度の一般会計予算総額は、対前年度当初と比べ２．２％減の３８億５，０

００万円となっております。 

 少子高齢化・人口減少が進む中、地方自治体を取り巻く環境は年を追うごとに厳し

さを増し、取り組むべき課題は複雑多岐にわたりますが、持続可能な行政運営を進め

るためにも健全財政を堅持しつつ、幅広く町民の皆様のご理解をいただきながら行政

課題の解決に向けて積極的に臨んでまいります。 

 議会議員各位におかれましては、令和７年度の一般会計予算並びに特別会計をはじ

めとする各般の議案について十分ご審議いただき、ご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げ、町政執行方針といたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で令和７年度町政執行方針についての説明を終わります。 

 次に、教育行政執行方針について教育長の説明を求めます。 

 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） 教育行政方針を申し上げます。 

 令和７年雨竜町議会第１回定例会にあたり、教育行政の執行に関する主要な方針に

ついて申し上げます。 

 将来の予測が困難な時代にあって、これからを生きる子どもたちは、社会の変化に

向き合い、一人ひとりがお互いの多様性を認め合いながら、自立的に生きる基礎や他

者と協働して未来を切り拓く基本的な資質・能力を養うことが求められています。 

 全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一
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体的に実現するためには、ＧＩＧＡスクール構想により整備されたタブレット端末の

更新をはじめ、効果的な活用とＩＣＴ環境の充実、授業改善取組の推進により、子ど

もたちの学習活動を一層深めていかなければなりません。 

 地域の宝である子どもたちの健やかな成長と、「ふるさと うりゅう」に誇りと愛

着を持つ「児童生徒」の育成を目指した雨竜町の特色ある学校教育を引き続き推進し

てまいります。 

 すべての町民が、生涯にわたって学習することに幸せを実感できる社会の実現を目

指し、生涯学習社会の構築による「地域づくり」、「人づくり」、「仲間づくり」へ

の動機づけを図ります。 

 文化やスポーツの振興を通じ、地域ぐるみで「いつでも・どこでも・だれでも」そ

して「みんないきいき・のびのび」と生涯にわたって学習活動に参加できるよう、

「第７次雨竜町社会教育中期計画」に基づき社会教育を推進してまいります。 

 以下、具体的項目について申し上げます。 

１．学校教育 

【学校経営】 

 子どもたち一人ひとりが自分の良さや可能性を認識し、様々な社会的変化を乗り越

えることができる資質と能力の育成を目指します。 

 施設一体型校舎の特性を生かした小中一貫教育による系統的な教育課程の編成を推

進し、学力の向上とともに個性や能力を伸ばし、義務教育９年間を修了するにふさわ

しい学力・体力・豊かな心の育成に努めます。 

 教職員の資質・能力の向上を図るため、一貫教育の視点から共通の研究課題を設定

するなど研修体制の充実を図り、指導方法の工夫、改善に取り組んでまいります。さ

らに教職員の不祥事防止については、コンプライアンスの確立に向けた校内研修等に

取り組み、一人ひとりに強い自覚を促す指導を徹底します。 

 小学校と学校法人田中学園立命館慶祥小学校との連携事業を継続推進し、雨竜町で

の体験交流活動と田中学園の外国語教育を軸に児童及び教職員の相互交流を進め、資

質や能力の伸長を図ってまいります。 

【教育課程】 
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 自分の学びを振り返り次につなげる、周りの人たちとともに考える、知識を関連付

けて考えを形成する「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、教育課程の実施状

況を評価し、適切な検証と改善を行い、教育の質の向上に努めてまいります。 

 子どもたちが地域や社会との繋がりの中から学びを深め、広げていく学校づくりを

進めるとともに、まちの教育資源を活用した「ふるさとキャリア教育」を積極的に展

開し、雨竜町としての特色ある教育活動を推進してまいります。 

 また、小学校と学校法人田中学園立命館慶祥小学校との学校間連携により、児童同

士の相互学校訪問を継続実施、外国語教育やプログラミング教育の充実に努めてまい

ります。 

【学習指導】 

 基礎的・基本的な知識や技能の確実な習得を図り、学んだことの一つ一つの知識が

つながり「わかる」「できる」「役立つ」が実感できる教科等横断的な学習を実践し、

主体的な学習態度の育成に取り組みます。各種調査等の結果を分析し、学力・学習状

況の把握・検証に努めるとともに、教員加配制度の活用及び教員免許を有する学習指

導専門支援員の配置を継続し、学力向上対策と校内指導体制の強化を推進します。 

 また、小中学校教員が互いの教育課程の理解を深めるための合同研修を実施し、指

導力の向上を図るとともに、相互乗り入れ授業による教育効果の向上に繋げてまいり

ます。 

 学校における新たな基盤的ツールであるＩＣＴを効果的に活用し、多様な子どもた

ちを育成する「個別最適な学び」と個性を活かす「協働的な学び」の充実に向け、よ

り一層の授業改善に努めてまいります。 

【道徳教育】 

 「考え・議論する」道徳の授業を要とし、教育活動全体を通じて、人権に関する知

識を身に付け、自立した人間として他者とともにより良く生きる基盤となる道徳性を

養う授業に取り組み、自他を尊重する態度を育成します。雨竜町の豊かな自然、歴史

や文化への理解を深め、教育活動全体を通じて「ふるさと うりゅう」に誇りと愛着

を持つ児童生徒の育成を目指します。 

 また、昨年度に引き続き外部講師を招聘した研究授業を実施し、道徳教育推進教師
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を中心に、全教職員で指導計画や指導方法の工夫・改善に取り組みます。さらに９年

間を見通した「ピア・サポートプログラム」により、児童生徒の好ましい人間関係を

育む取組を教育課程に位置づけ、道徳教育を推進してまいります。 

【特別活動】 

 学校生活において連帯感や達成感を養い、児童生徒が自らの成長を実感できる特別

活動の実践に取り組んでまいります。 

 社会や集団の一員としてより良い生活や人間関係を築こうとする自主的・実践的な

態度を育てるため、一人ひとりがお互いの「個性」を認め合い、助け合う望ましい人

間関係を構築する活動を推進します。 

【総合的な学習の時間】 

 課題解決や探究活動に主体的、協働的に取り組む態度や自らが課題を設定し、ねば

り強く取り組む活動を通して解決する能力や表現力を身につける学習を推進し、積極

的に社会に参画しようとする態度を育成します。 

 地域の教育資源を最大限に活用し、将来の人生観・社会観・職業観を培う職場体験

学習や米づくり等の実習活動をＰＴＡや町内関係団体の協力を得ながら進めてまいり

ます。 

【生徒指導】 

 一人ひとりの個性、能力、適性等を伸ばし、自己実現を果たすことができるようき

め細かな指導に努めてまいります。「命の大切さ」や「いじめを許さない心」を醸成

するため、「雨竜町いじめ防止基本方針」に基づき、各学校及び小中学校合同での対

策と取り組みを実施し、すべての子どもたちが「いじめは絶対に許さない」という意

識を持ち、望ましい人間関係を築く力を育む指導を徹底してまいります。 

 いじめ、不登校、非行等の未然防止、早期発見、早期解決に向けて関係機関及び家

庭と迅速に対応するとともに、スクールカウンセラーを積極的に活用し、児童生徒の

心に寄り添うよう教育相談機能の充実に努めます。 

【健康・安全指導】 

 児童生徒が健やかに成長するため、健康的な生活の習慣化と安全に対する意識の向

上を家庭や地域と連携を図りながら進めてまいります。 



 - 72 -

 新十津川町との学校給食共同実施において、雨竜町産農産物を含めた地産地消を推

進し、安全で安心な給食を提供するとともに、食物アレルギーを持つ児童生徒につい

ては情報を共有し、「雨竜町学校給食における食物アレルギー対応」のマニュアルに

基づき、適切に対応してまいります。 

 小学生を対象としたフッ化物洗口については、虫歯予防対策として継続実施いたし

ます。 

 避難訓練や集団下校訓練を実施するとともに「一日防災学校」を行い、防災教育の

充実に努めることとします。 

 また、情報化社会の進展に伴い、児童生徒一人ひとりが情報モラルの重要性と危険

性を理解し、適正な活動を行っていくことが重要であり、引き続きＳＮＳ等の情報モ

ラル教室をはじめ、薬物乱用防止教室を北海道警察や関係機関と連携し実施してまい

ります。 

【特別支援教育】 

 特別支援教育コーディネーターを中心に情報の共有と適切な指導や支援に努めると

ともに、特別支援教育支援員を配置し、きめ細かな支援体制の充実に努めてまいりま

す。 

 教育的ニーズと本人、保護者の意向を把握、尊重し、個別の指導計画及び教育支援

計画において、教職員が共通理解を図りながら児童生徒一人ひとりの能力や可能性を

最大限に伸ばせるよう特別支援教育を推進してまいります。 

【情報教育】 

 多様な子どもたち一人ひとりの個別最適な学びの実現に向け、資質・能力を確実に

育成するＩＣＴを適切に活用した「教育の情報化」を積極的に推進します。 

 発達の段階に応じた情報活用能力が身につけられるよう学習活動の充実に努め、児

童生徒が学校及び家庭において端末を有効に活用し、学習できる体制を構築してまい

ります。 

【教育環境】 

 令和２年度にＧＩＧＡスクール構想の補助事業により整備した１人１台のタブレッ

ト端末は、故障の増加やバッテリーの耐用年数から更新時期を迎えており、第２期Ｇ
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ＩＧＡスクール構想の共同調達事業により更新を行うとともに、併せて現在の校内通

信ネットワーク環境の判定と改善を行い、これからの学校教育の基盤となるＩＣＴ環

境の一体的な整備を進めます。 

 中学校における部活動の地域移行について、生徒にとって望ましい持続可能な活動

と学校の働き方改革の両立を目指して、北空知圏域市町との協議を進めてまいります。

昨年度試行的に実施した農作業繁忙期における合同チーム練習時のスクールバス運行

につきましては、本年度から年間を通じて送迎運行を行い、保護者の負担軽減を図っ

てまいります。 

 新十津川町学校給食センターから提供を受けている学校給食は、令和７年度に給食

費の価格改定が行われます。本町の子育て支援策として実施している学校給食費の助

成につきましては、現行保護者負担額を維持し、新たな負担増とならないよう努めて

まいります。 

 また、修学旅行費助成につきましても、助成限度額を引き上げ、引き続き実施して

まいります。さらに就学に際しての援助制度が就学時前に必要となる世帯に対しまし

ては、入学前適用に対応してまいります。 

 カナダトロント国語教室との交流については、派遣に向けた準備を進めてまいりま

す。 

【働き方改革】 

 限られた人的資源を効果的に活用しながら真に必要な教育活動に注力するため、学

校における働き方改革を推進し、教職員が業務に専念できる環境を整備します。 

 また、教職員が休養を取りやすい環境を整備するため、長期休業期間中に学校閉庁

日を設定するとともに希望する職員の在宅勤務についても対応します。 

 校務の効率化や事務作業に要する時間の縮減を図るための校務支援システム等ＩＣ

Ｔを積極的に活用した教育活動や業務を推進してまいります。 

２．社会教育 

【幼児・青少年教育】 

 次代を担う子どもたちの健全育成を図るため、生後１０か月の乳幼児をはじめ、保

育園年中児、小学１年生及び中学１年生を対象とした「ブックスタート事業」を継続
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し、家庭・地域・学校における読書活動の推進と読解力向上を目指し、環境整備を推

進します。 

 小学生を対象とした「ちびっこチャレンジ教室」については、引き続き様々な分野

の講師を招致し、町内での開催を主に実施してまいります。 

 また、小学校低学年以下を対象とした水泳事業につきましては、町営プールの休止

に伴い、本年は試行的に学年を限定して町外施設を利用し進めてまいります。 

 今後も様々な体験活動と学習機会を提供するとともに、親子で参加できる事業も展

開し、保護者の交流の場と子育て支援を行います。 

 さらに、雨竜高等養護学校の協力のもと実施している「ウッドスタート事業」をは

じめ、「雨竜町ジュニアスクール」や、子ども会育成連活動への支援、小中学生を対

象とした「リーダー養成講習会」を引き続き実施してまいります。 

【成人教育】 

 幅広い世代の多様なニーズを的確に把握し、多くの人が参加しやすい環境づくりを

進めるとともに、各種団体やサークル活動の育成支援を行ってまいります。健康づく

りや体力づくりに関する教室など基礎から応用までを推進する一連の機会を設け、よ

り多くの方に興味を持って参加していただけるよう教室内容の充実を図ってまいりま

す。 

【高齢者教育】 

 高齢者が明るく健やかで有意義な生活を送るため、健康を保持し、教養を深め、生

涯にわたって学習できる雨竜町高齢者の学びの場「いきいき学園大学」を引き続き開

催し、学習機会の充実に努めるとともに、レクリエーション、サークル活動への支援

を行ってまいります。 

【スポーツ振興】 

 北海道日本ハムファイターズとの連携協力による「キッズサマーキャンプｉｎ雨

竜」をはじめ、女子バレーボールチームアルテミス北海道との共同事業により、運動

教室等を開催し、幼少時からの体力づくりと身体を動かす楽しさを醸成することを目

的とした様々な取組を展開します。 

 町民の年代に応じた健康維持や体力、運動能力向上のため、スポーツ・レクリエー



 - 75 -

ションに親しむ機会の提供に努めてまいります。 

【芸術文化振興】 

 雨竜町の文化活動を行う方々が発表する貴重な機会である「町民文化祭」の開催を

はじめ、芸術や文化団体の育成と活動支援を行うとともに、芸術鑑賞事業等を実施し

ます。 

 また、郷土伝統芸能を「うりゅう」の歴史的文化として次世代に伝承するため、郷

土伝統芸能の活動に対して、積極的な支援を続けてまいります。 

【社会教育施設等維持管理】 

 社会教育活動を行う上での拠点となる各施設の適切な維持管理と有効活用、さらに

経費の削減に努め、利用者の視点に立った施設の環境改善に取り組んでまいります。 

 以上、令和７年度の教育行政に関する基本的かつ重点的な事項について申し上げま

した。 

 教育委員会といたしましては、子どもたちの健やかな成長を支える学校教育の充実

と町民一人ひとりが健康で心豊かに、仲間とふれあい笑顔あふれる生涯学習社会の構

築を目指すため、教育に携わる全ての関係者がそれぞれの果たすべき役割と責務を自

覚し、地域に根ざした教育行政の推進に最善の努力をしてまいります。 

 町民の皆様をはじめ議会議員各位、そして各関係機関団体のご理解とご協力を賜り

ますよう心からお願い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で令和７年度教育行政執行方針についての説明を終わり

ます。 

 

    ◎議案第２６号ないし議案第２９号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２９、議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予

算、日程番号３０、議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算、日

程番号３１、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算、日程番

号３２、議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算、以上４件を一

括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 白川町長。 

〇町長（白川久純） ただいま上程いただきました議案第２６号 令和７年度雨竜町

一般会計予算。 

 令和７年度雨竜町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８億５，００

０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、債務負担行為、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 第３条、地方債、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方

債」による。 

 第４条、一時借入金、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

最高額は、５億円と定める。 

 第５条、歳出予算の流用、地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）、各項に計上した給料、職員手当及び共済費の予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 続きまして、議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算。 

 令和７年度雨竜町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３，２２９

万３，０００円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、一時借入金、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

最高額は、５，０００万円と定める。 
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 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 続きまして、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算。 

 令和７年度雨竜町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億７１２万５，

０００円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算。 

 第１条、総則、令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算は、次に定めるところ

による。 

 第２条、業務の予定量、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）、排水戸数６９４戸。 

 （２）、年間総汚水量１５万２，３７３立方メートル。 

 （３）、１日平均汚水量４１７立方メートル。 

 （４）、主要な建設改良事業、満寿処理場整備事業６，４００万円。 

 第３条、収益的収入及び支出、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定め

る。 

 収入、第１款下水道事業収益７，７４３万２，０００円。 

 第１項営業収益２，９００万円。 

 第２項営業外収益４，５４３万２，０００円。 

 第３項特別利益３００万円。 

 支出、第１款下水道事業費用８，４９９万２，０００円。 

 第１項営業費用８，２８７万５，０００円。 

 第２項営業外費用１８１万７，０００円。 

 第３項予備費３０万円。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定め

る。 
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 収入、第１款資本的収入７，９１０万円。 

 第１項企業債４，５７０万円。 

 第２項国庫補助金３，３４０万円。 

 支出、第１款資本的支出、７，７３０万１，０００円。 

 第１項建設改良費７，２７８万６，０００円。 

 第２項企業債償還金４５１万５，０００円。 

 次のページに移ります。特例的収入及び支出、第４条の２、地方公営企業法施行令

第４条第４項の規定により当事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及

び未払金の金額は、それぞれ２５１万円及び２４０万円である。 

 企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

 起債の目的、下水道整備事業、限度額３，６８０万円、起債の方法は証書借入で、

利率、償還の方法は記載のとおりでございます。公営企業会計適用事業に関しては、

８９０万円、起債の方法、利率、償還の方法は同じでございます。合わせて４，５７

０万円を限度額とするものであります。 

 次のページに移ります。一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１億円と定め

る。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）、第８条に定める経費以外の同一款内の間の流用。 

 議会の議決を経なければ流用することができない経費、第８条、次に掲げる経費に

ついては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 １、職員給与費５０６万１，０００円。 

 他会計からの補助金、第９条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次の

とおりと定める。 

 １、分流式下水道に要する経費に対する補助金１，３０２万９，０００円。 

 ２、その他の経費に対する補助金３６５万円。 
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 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 以上、議案第２６号から議案第２９号まで、令和７年度雨竜町一般会計予算並びに

雨竜町国民健康保険特別会計予算、また雨竜町後期高齢者医療特別会計予算、そして

雨竜町農業集落排水事業会計予算についての提案とさせていただきます。よろしくご

審議のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいま一括提案されました議案第２６号から議案第２９号までの

新年度予算４件については、議長を除く全議員を委員とする予算審査特別委員会を設

置し、これを付託の上、本会期中に審査することといたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号から議案第２９号までの４件については、議長を除く全議員

で構成する予算審査特別委員会を設置し、これを付託して審査することに決定しまし

た。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

（午後 ３時３９分） 
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 上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために 

ここに署名する。 

 

 

 

  雨竜町議会議長 

 

 

     署名議員 

 

 

     署名議員 
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第 ９ 議案第３１号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

           る条例の制定について 
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（午前１０時００分） 

    ◎開議の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） おはようございます。ただいまの出席議員は８名であり、定

足数に達しておりますので、令和７年第１回雨竜町議会定例会第９日を開会します。 

 本日の議事運営について議会運営委員長、沖田浩一議員より説明いたします。 

 沖田浩一議員。 

〇議会運営委員会委員長（沖田浩一） おはようございます。今定例会中の３月５日

に受付が締め切られた一般質問について、３月７日、議会運営委員会を開催し、通告

状況及び内容について確認をしておりますので、報告いたします。 

 受付状況は配付資料のとおりで、本日３件の一般質問を行います。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 本定例会について地方自治法第１２１条第１項に基づく出席

要求による説明員は、３月４日第１日目に配付した資料のとおりであります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事日程について局長より説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 本日の議事日程について説明いたします。お手元に配

付しております議事日程表を御覧ください。 

 令和７年第１回雨竜町議会定例会議事日程第２号。第９日、令和７年３月１２日水

曜日午前１０時開議。日程番号１、会議録署名議員の指名。日程番号２、諸報告とし

て議会報告。日程番号３、一般質問３件。日程番号４から７、議案第２６号から第２

９号、新年度予算４件。日程番号８から１０、議案第３０号から第３２号、条例の制

定３件。日程番号１１、発議第１号、発議１件。日程番号１２、会議案第１号、会議

案１件。以上を本日の議題とするものであります。なお、議件名については記載のと

おりですので、朗読を省略いたします。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） ただいま局長に説明させた日程により進めることにご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、令和７年第１回雨竜町議会定例会議事日程第２号のとおり進めることとい

たします。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条により、 

   ２番 佐々木   徹 議員     ３番 木 村 啓 治 議員 

を指名いたします。 

 

    ◎諸報告 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２、諸報告を行います。 

 議会報告を局長にさせます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） お手元に配付してあります議会報告書を御覧ください。

今回は、令和７年３月４日から３月１１日までの間のものであります。 

 議会の動静、委員会の開催状況につきましては記載のとおりであり、説明を省略さ

せていただきます。 

 以上で議会報告を終わります。 

 

    ◎一般質問 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号３、一般質問を行います。 

 質問者は内容を簡潔明瞭に質問され、答弁者も簡潔に答弁願います。 

 質問順１番、次期雨竜町総合基本計画の考え方は。 

 １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） １番、吉見です。次期雨竜町総合基本計画の考え方について質

問させていただきます。 
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 雨竜町の振興計画は、平成２８年度から平成３７年度を年次目標とする雨竜町振興

基本計画が策定され、産業振興、暮らしの向上、教育、文化、スポーツの充実、住民

参加によるまちづくりの４つの大綱が掲げられています。また、令和３年には雨竜町

総合戦略と雨竜町長期人口ビジョンが策定され、人口減少の抑制と活力あるまちづく

りを目指す取組が行われてきました。平成２８年に計画が策定された今から１０年前

の２０１５年は人口が２，６８１人でありましたが、本年２月末では２，０３６人と

人口減少が加速する中、国立社会保障・人口問題研究所の推計においても１０年後の

２０３５年には１，５８４人、また２０５０年には９９０人まで減ると予想されてお

ります。 

 次期計画策定に当たり、町民の意見や意向を反映させるため、町民や児童生徒へも

アンケートを行うなど雨竜町の将来ビジョンを広く捉えた計画の策定に取り組まれて

いくところでありますが、町政執行方針の中でも人口減少、少子高齢化、都市への人

口流出に対する問題が述べられておりました。これまでの施策を検証しながら次の１

０年を見据えた総合基本計画策定に取り組まれていくところでありますが、持続可能

なまちづくりのビジョンについてどのように考えているのか伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 吉見議員からのご質問、次期雨竜町総合基本計画の考え方とい

うことでお答えをさせていただきます。 

 令和７年からの雨竜町振興基本計画の樹立に向けて、昨年末に町民の皆さんを対象

に一般世帯、小中学生、高校生に分けてアンケート調査を実施させていただきました。

一般世帯のアンケートは２８５名、回収率３０．２％、小学生は５、６年生３７名、

中学生は全学年５１名、小中学生の回収率は１００％でございます。高校生からは１

名のそれぞれ回答をいただいたところであります。アンケートの結果、それから寄せ

られたご意見などを参考にさせていただいて関係機関、各団体のご意見、ご要望など

を令和７年度中に整理をし、町の財政推計を行いながら新たな計画を策定していくこ

とになります。計画の内容は、基幹産業である農業の振興をはじめ、商工業の振興、

公共交通の確保、公共施設の維持や適正管理、ライフラインである道路や上下水道な

どのインフラ整備、さらには教育や福祉の施策などを総合的に網羅した計画になるこ
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とと思います。 

 議員からのご指摘のとおり、本町の人口は２０１５年１月と比較してこの１０年間

に６４６人、２４％減少しております。この急激に人口減少、少子高齢化に向かう中

で将来とも持続可能なまちづくりを創造するには、移住、定住施策、子育て支援、雇

用の場の確保、これらが重要となりますが、これはどこのまちでも同じ課題であると

思います。少しでもこれからの人口減少を緩やかなものにしていくためにはいかにし

て雨竜の特徴を引き出し、強みを伸ばしていくか、ほかのまちにはないものを磨き、

今はないものをつくり出し、新しい人を呼び込めるかにかかっていると思います。単

に従来の計画を練り直して更新するのではなくて、新しい雨竜を創造するプランをつ

くり上げる、そういう思いを込めてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。本

格的な議論はこれから始まることになりますけれども、多くのご意見を聞かせていた

だいて、よりよい計画となりますように職員と共に一緒に汗をかいていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） 町長の答弁によるまちづくりのビジョンについては理解しまし

た。 

 基本計画については、令和７年度中に意見や要望を整理し、策定していくと答弁さ

れましたが、策定におかれましては振興基本計画策定協議会もあります。策定に向け

てのスケジュールや協議会の構成員等の内容はどのように進めていくのでしょうか。 

 また、白川町長が掲げる子供たちに夢を、若者に希望を、お年寄りには安心をとあ

りますが、町長の考える未来に向けた基本とする考えについて再度町長に伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 吉見議員からの再質問にお答えしたいと思います。 

 計画策定に向けて令和７年１０月までには素案をまとめて、順次皆さんに周知をし

ていきたいと考えております。策定協議会の構成員としては、町内の公共的諸団体、

学識経験者等の参画を予定しているところであります。 

 この計画は、町の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示す長期的なまちづくりの
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展望を町民と共有する最上位計画となります。未来を見据えた持続可能なまちづくり

に重点を置き、地域経済の強化、環境に配慮した事業、人口減少、少子高齢化への対

応、交通やインフラ整備、デジタル化の推進、防災、減災対策、文化、教育、スポー

ツの振興など、地域の特性を生かした長期的な目標を定めてまいります。この計画の

基本となるのは、何よりも健全な財政運営を維持していくことが必須であります。こ

れは、今を任された者の責任であります。将来に向かって無限の可能性を秘めている

子供たちが夢に向かって挑戦することができるように教育、子育ての教育環境整備を

図ること、農業後継者、新規就農者、商工業の後継者、町内の事業所で働く従業員な

ど若者が希望を持って生き生きと働き、生活できるように産業、雇用の振興を図るこ

と、仕事を離れたお年寄りが住み慣れたこの町で安心して住み続けられるように福祉

の充実を図ること、これらの施策を計画の柱としていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） 策定に向けたスケジュールや策定協議会の構成、また町長の柱

となる未来に向けた基本的な考えは理解しました。 

 今回の策定に向けて人口減少など多くの課題があるところではありますが、健全財

政を維持しつつ、町民や児童生徒、高校生へのアンケートから得た意見や子育て世代

等の幅広い意見を取り入れ、振興計画策定協議会と共に十分に協議していただき、１

０年後もこの町に住み続けたい、子供たちに夢を、若者に希望を、お年寄りには安心

を感じられる持続可能なまちづくり計画の策定に期待しています。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 再々答弁となりますけれども、今この吉見議員からお話ありま

したように、私の政治信条としている子供たちに夢をというのが一番最初に出てきて

おりますので、子育て世帯の皆さんのお声を十分参考にさせていただくと、これはも

ちろんのことだと思います。特に令和６年３月に、第３期になりますか、雨竜町の子

ども・子育ての基本計画、このアンケートが実施されております。それから、７年３

月にこの計画を策定するということになってございます。それから、先ほどお話し申



 - 89 -

し上げました一般の皆さんからのアンケートの回答、この中でもやはり子育てに関す

るご意見というのは多数寄せられておりますので、やはりこれからは将来を担う子供

さん、その子供さんを育てる子育て世代の皆さん、若い人たちの声、これがやはり一

番の基本になるというふうに考えておりますので、特にそういうところ、そういう関

係者を中心にご意見を賜って、よりよい計画になるように皆さんのご協力も併せてお

願い申し上げまして答弁とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（竹ヶ原利明） 質問順２番、防災サポーターの導入について。 

 ６番、野村耕次郎議員。 

〇６番（野村耕次郎） ６番、野村でございます。防災サポーターの導入についてと

題してお伺いさせていただきます。 

 近年、地震や豪雨等の自然災害をはじめ、国際紛争など様々な危険への対策と地域

住民を守る安全確保は重要であります。特に避難行動要支援者への対応は、地域社会

全体の責任であると考えます。雨竜町防災計画や雨竜町国民保護計画等により災害対

策本部、避難所の設営及び運営などの対応が定められ、訓練がされているところでご

ざいます。実際の災害時には、住民の予想もしない混乱が想定されます。町職員だけ

では対応が困難であったり、町内会のつながりも薄くなっている地域もあろうかと思

います。そのような状況に備え、災害対策本部と住民との橋渡し役、避難所や避難者

の対応をしていただける方がいらっしゃることでスムーズな対応につながることから、

自治体でも整備されている登録制の防災サポーターを他町でも導入していることから

望ましいのではないかと考えますが、町長のお考えを伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 野村議員のご質問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、近年における災害は多岐にわたり、予想もしない災害が本町でも

起こり得る可能性があります。このことから、常日頃より備えや防災に係る意識の向

上は重要であることは再認識しているところであります。災害時に頼れるリーダーと

して防災サポーターを導入している自治体があることは承知しております。また、登

録制であることから、防災対策意識の高い方の即戦力としての期待がされているとい

うところであります。一般的にこの防災サポーターとしての活動内容として、先ほど
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お話ありましたように防災に対する知識、技能の習得、防災意識の普及啓発、避難所

の開設や運営などが考えられます。 

 本町における対応としては、雨竜町災害時等避難行動要支援者登録により、お体に

障害のある方、要介護認定の方、高齢者のみの世帯、高齢者だけで住まわれている世

帯、それから妊産婦や乳幼児などの方を対象に、登録制でありますが、万が一に備え

た名簿を作成して町内会長にお渡しし、災害時の連携協力についてのお願いをしてい

るところであります。また、令和２年に全面的に見直した雨竜町地域防災計画を基本

として併せて作成された避難所運営マニュアルにおいて、災害から発生２４時間以内

の災害初動期、２４時間から３週間程度の展開期、３週間以降の再構成期といった時

系列における運営のほか、町内会、避難者、避難所担当職員、施設管理者、災害対策

本部、それぞれの役割を定めて災害時の混乱をなるべく防いでいくという対策を取っ

ているところであります。実際にこの形で大きな災害で対応したことがないので、ま

だ今はマニュアル段階でありますけれども、そういうマニュアルを策定しているとこ

ろであります。 

 さらには、防災ボランティアとしてのボランティアとの連携として、雨竜町社会福

祉協議会で設置する雨竜町災害ボランティアセンターというものがあります。また、

日本赤十字社との協力もありまして、この本町の連携がいわゆる野村議員がおっしゃ

る防災サポーターとしての役割を担っているというふうに考えております。引き続き

町内会、関係機関、町民を対象とした訓練等を実施し、自助、共助における防災対策

に対する意識向上と連携の強化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） ６番、野村耕次郎議員。 

〇６番（野村耕次郎） 防災サポーターや防災支援体制については、計画の下、準備

されていると理解いたしました。 

 町政執行方針に安心、安全な暮らしの提供として日頃からの災害への備えも言われ

ておりますことから、災害の備えの中で自助や共助、意識向上や連携は重要でありま

す。災害を想定した訓練は、町、消防、警察等による共同の訓練や町で備えている防

災備品を見て確認する、使用してみることが町民の安心、安全につながるものと考え
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ます。今後の訓練や研修についての考えについても再度町長に伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 野村議員からの再質問にお答えしたいと思います。 

 令和２年、これはコロナの時期でありましたけれども、この時期の訓練としまして

は職員に限定した訓練を行いました。コロナがある程度落ち着いてきてから町民の方

を対象とした内容では、令和４年に第８、９町内会、令和５年には第７、それから第

１０町内会の合同訓練、北海道雨竜高等養護学校での防災学校へ町職員が出向いた装

備品等の説明、これは実際に組立ても行っております。それから、去年、令和６年に

は気象庁の職員に本町へ来ていただいて、議員皆さんも参加していただいたと思いま

すけれども、職員と共に気象防災ワークショップというものを行いまして、防災用テ

ント、段ボールベッドの組立て、それから災害食を食べていただく体験など、意識向

上を図ってきたところであります。また、令和２年以降は小中学校で一日防災学校が

実施されておりまして、こちらにも職員を派遣しているというところであります。 

 今年、令和７年におきましても町内会や各団体へ訓練の呼びかけを行っておるとこ

ろであります。専門的な内容の研修会を開催できないか、今調整しているところであ

りますが、身近な方にもぜひお声がけをしていただければなというふうに思います。

さらには、町、消防、警察等による共同の訓練も行ってはどうかということもご意見

としてございます。これは、定期的な関係機関による連携訓練がされております。今

後も本町としては多くの町民の皆さんにまずは関心を持ってもらい、災害への備えの

基本となる自助、自分たちでできること、そして共助、地域の皆さんと一緒にできる

こと、これらを重点に置き、意識の向上を進めていきたいと考えております。 

 また、必要に応じて、今現在の防災備蓄している装備品ですとか、それから訓練の

内容ですとか、ハザードマップですとか、それから先ほどご質問ありました要避難者

の対応ですとか、そういうものは町の広報ですとか、ホームページですとか、そうい

うところにも随時掲載をしていつも見られるように、皆さんの意識、少しでも防災意

識高められるような、そんな取組もしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） ６番、野村耕次郎議員。 
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〇６番（野村耕次郎） 先ほど説明に当たりまして、いろいろな講習が行われてきた。

そして、今年も講習計画があるというようなお話でございますので、多くの受講者が

聞いていただき、防災意識を高めていただきたいと申し上げ、質問を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 野村議員、まず質問席に戻ってください。野村議員に申し上

げます。もし答弁が要らないのなら、答弁要らないといっても終わってから自席に戻

ってください。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） 再々質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、常日頃の訓練、それから、要援護者といいますかね、

支援の必要な方々、これは個人情報もありますので広くは出せませんけれども、まず

は町内会の会長さんにはそういう名簿をお渡しして、そしてそれは登録制ですから、

登録するというご自身の意思表示の下、なっております。ただ、やはりなかなか通常

ではいざとなったときにそういう方にどういう支援ができるかということがあろうか

と思いますので、常日頃町が進めているそういう訓練ですとか、それから避難所運営

ですとか、そういうことを皆さんに広くお示ししながら、少しでも参加していただき

やすいような訓練を計画するということが大事だと思いますので、どうか皆さんのほ

うからも参加についての呼びかけをしていただければありがたいなというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 質問順３番、白川町政１期目の折り返しを迎えて。 

 ８番、須見栄一議員。 

〇８番（須見栄一） ８番、須見です。白川町政１期目の折り返しを迎えてを質問さ

せていただきます。 

 令和５年４月２７日、白川町長が町政のかじ取り役として就任され初登庁され、２

年がたとうとしております。当時を思えば長引くコロナ禍にもありましたが、５月に

は５類感染症になり、各種の制限も緩和に向かいましたが、決して安心のできる状況

ではなく、町長も先が見えない中、感染対策と経済の停滞などを最小限に食い止める

対応に尽力されました。令和７年度の町政執行方針の中に述べられてもおります少子

高齢化の急速な進行、全国各地で発生する大規模災害、また住民生活では燃料、野菜
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をはじめ、生活物資などの価格高騰などが家計を圧迫しております。さらには、思い

もよらない米の販売価格が高値で推移をしている状況にあります。農家にとっては、

買取り価格に連動した収入増にありがたい反面、生産物の流通不足は長期化するなど、

令和の米騒動などの異常事態には戸惑いも感じておりました。このような中でも白川

町長は、産業振興と経済対策、また住民生活、福祉の向上、教育予算の確保など、就

任から２年、まずは白川町長の思いが政策に反映されたのか、どのような思いを持た

れたのかを伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 須見議員からのご質問、白川町政折り返しを迎えてというご質

問にお答えをしたいと思います。 

 令和５年４月に無投票で当選の栄に浴させていただきましてから、以来町民の皆様

に格別のご理解と特段のご協力をいただいており、今日に至っておりますことを改め

て心からお礼を申し上げるところであります。 

 この間私は、平成２８年度に策定された第５次の雨竜町長期振興計画に沿って町の

基幹産業である農業政策を中心に商工業の振興、教育、福祉の充実など、従来の各種

施策を継承しつつ、事業内容の拡充を図りながら健全な財政運営を心がけてきたとこ

ろであります。議員からお話ありました新型コロナウイルスの感染症、これが第５類

感染症となった今も日々の生活に少なからず影響が及んでいると思いますし、加えて

エネルギー価格や諸物価の高騰など生活不安に拍車がかかっている状況にあります。

町内においては、事業所の閉鎖が相次ぐ中、新しい取組が進むなど少しずつにぎわい

も生まれてきております。また、新たな農業後継者や新規就農者も生まれ、育ってき

ております。 

 議員からのご質問の私の思いが政策に反映されたのか、どのような思いを持ったの

かという問いに対する答えでありますけれども、継続事業を優先しながら進めてきま

したが、新たな取組に対する施策を組み立てたものの結果は伴っていないというふう

に感じております。農業の基盤整備は進みましたけれども、一方で特に定住対策であ

りますとか人材育成事業などについては施策の効果が現れていないというふうに思っ

ております。これは、町政を任された以上、結果を出すことが求められておりますの
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で、その意味ではこの２年間を振り返り、行政運営の厳しさを改めて痛感したという

ところであります。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） ８番、須見栄一議員。 

〇８番（須見栄一） 雨竜町の令和７年度予算においても依然として経常経費の比率

は高い中、これから予定される国営農地再編整備事業、暑寒ダム、２期地区事業等の

償還など小規模自治体にとっては厳しい財政運営が強いられる中で、町長は持続的な

発展のために定住促進事業をはじめとする各種政策を推進されております。これらを

一層効果のあるものとするためには、まずは住んでいる住民にとって町が魅力的に見

えること、次に地域に住んで楽しい、そして生活には安心、安全を感じる暮らしが送

れることが大切と考えております。激変する大変厳しい時代ではありますが、時には

大胆な発想と情報発信も必要と思います。任期４年のうち折り返しを迎えた今後２年

間、どのような方向性を持って町政を前に進めるのか、再度町長のお考えを伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 再質問にお答えしたいと思います。 

 質問にありましたとおり、国営農地緊急再編整備事業、それから国営の施設応急対

策事業、この完成とともにこれらの事業に対する町が負担すべき償還が今始まろうと

いうふうな時期にあります。まさしく私の任期折り返しの時期に本町にとっては大き

な財政出動が始まると、ここをしっかりと対応していくことが何より重要だというふ

うに考えております。そのことがこれからの雨竜町の行財政運営を大きく左右するタ

ーニングポイントになるというふうに認識しており、私に残された任期は次の時代へ

健全な財政を継承していくための大切な２年間であると考えております。 

 また、今年、令和７年度は新たな長期計画を策定する年に当たりますけれども、議

員がご指摘のとおり、住んでいる住民にとって町が魅力的に見える、地域に住んで楽

しい、安心、安全な生活を感じ、送ることができるように、人口減少、少子高齢化が

進むこれからの将来を見据えて任期残り２年間、持続可能なまちづくりへとつなげて

いけるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。議員からの時には

大胆にというご指摘は、私に対する叱咤激励をいただいものと感謝をするとともに、
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情報発信が足りないのではないかということは反省をしているところであります。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） ８番、須見栄一議員。 

〇８番（須見栄一） 最後に、繰り返しになるとは思いますが、様々な諸課題に対し

て結果として伴わないなど、決して平たんな道のりではなく、厳しい現状であったと

思います。これからもまだまだ先の見えない現状であります。次々と発生する事案な

ど山積しております。答弁の中にもありましたように、今後の雨竜町の行財政運営が

重要課題となり得るならば、さらに厳しい現状が想定されます。町長は、スポーツは

剣道をやっておられます。鋭い見極めがさらに今後も重要となっていきます。折り返

しを迎えた中で、今後の諸課題など時代背景に合った議論を重ね、令和８年からスタ

ートする第６次雨竜町長期振興計画とともに持続可能なまちづくりを行い、さらなる

期待をして質問を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 白川町長。 

〇町長（白川久純） 再々質問になるかと思いますけれども、厳しい時代であること

は間違いありませんので、そのためにはやはり今しっかりとこの後つなげていけるよ

うに、将来にわたって持続可能な行財政運営が進むことができるように、今は財政の

健全化を第一に考えて進むときだというふうに考えております。先ほど剣道のお話あ

りましたけれども、鋭い見極めというのありました。確かにそうなのですけれども、

一番大事なのはためなのです、いかにためれるか、そこが肝だというふうに思います。

お金ためるという意味ではないです。気持ちをためるという部分で、そこがないと鋭

い動きができませんので、そこはしっかりと足元を固めていきたいというふうに考え

ています。どうぞよろしくお願いします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１時００分 
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〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎議案第２６号ないし議案第２９号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号４、議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予算、

日程番号５、議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算、日程番号

６、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算、日程番号７、議

案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算、以上４件を一括議題とい

たします。 

 本件は、３月４日に開催された本定例会第１日に提案され、議長を除く全議員が委

員として構成する予算審査特別委員会を設置し、審査するよう議決されました。予算

審査特別委員会では３月４日、５日及び１０日の３日間委員会が開催され、審査を実

施、会議規則第４０条の規定に従い、その結果について委員長から議長宛てに報告書

が提出されました。その写しをお手元に配付してありますので、委員長より報告を受

けます。 

 須見委員長。 

〇予算審査特別委員会委員長（須見栄一） 雨竜町議会予算審査特別委員会報告書。 

 議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予算、議案第２７号 令和７年度雨竜町

国民健康保険特別会計予算、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会

計予算、議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算。 

 本委員会に付託された上記案件の審査の結果、次のとおり決定したので、雨竜町議

会会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 令和７年３月１０日、雨竜町議会議長、竹ヶ原利明様、雨竜町議会予算審査特別委

員会委員長、須見栄一。 

 記、審査の経過。令和７年３月４日及び５日、１０日の３日間委員会を開催し、２

日目より各会計予算の説明を受けるとともに、疑義、問題点について関係職員の出席

を求めて慎重審査を行い、３月１０日閉会いたしました。 

 審査の結果。議案第２６号は原案のとおり可決、議案第２７号は原案のとおり可決、

議案第２８号は原案のとおり可決、議案第２９号は原案のとおり可決。 
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 以上で報告終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） これより質疑に入ります。 

 議案第２６号から議案第２９号までの委員長報告について、質疑があれば受けます。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予算について

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号 令和７年度雨竜町一般会計予算は、委員長報告のとおり可

決されました。 

 次に、議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算について討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計予算は、委員長報

告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算について討論

ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算について討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２９号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計予算は、委員長報

告のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３０号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号８、議案第３０号 雨竜町犯罪被害者等支援条例の

制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第３０号 雨竜町犯罪被害

者等支援条例の制定について。 

 雨竜町犯罪被害者等支援条例を別紙のように制定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 
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 説明といたしまして、犯罪被害者等への支援を目的とした基本事項を定めるもので

ございます。 

 詳細につきましては、担当課のほうから説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 裏面の雨竜町犯罪被害者等支援条例案を御覧いただきたい

と思います。第１条、目的といたしまして、この条例は、犯罪被害者等基本法に基づ

き、犯罪被害者等支援に関し、関係機関の責務、それと支援の基本となる事項を定め、

被害者の被害の回復、また軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、誰もが安全で

安心して暮らすことができる社会の実現を目的とするものでございます。 

 ２条、定義といたしまして、条例における用語についてを定めております。 

 第３条には基本理念とした被害者の立場に配慮した支援の内容、第４条、第５条、

第６条におきましてはそれぞれ町、町民、事業者における責務の定めについて、第７

条、相談及び情報の提供としたサポート体制と窓口について、第８条には見舞金の支

給について、第９条、日常生活の支援としての関係機関との連携、第１０条、こちら

には安全の確保を目的とした情報の取扱い、第１１条には住居の安定と被害者防止に

おける必要な施策について、第１２条には町民及び事業者の理解の増進とした広報、

啓発について、第１３条、学校における支援について、第１４条、個人情報の適切な

管理等を定められているものでございます。 

 附則、第１項、施行期日、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 第２項、経過措置、第８条の規定による見舞金の支給は、この条例の施行の日以後

に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。 

 以上、議案第３０号 雨竜町犯罪被害者等支援条例の制定についての説明といたし

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第３０号について討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号 雨竜町犯罪被害者等支援条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎議案第３１号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号９、議案第３１号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第３１号 雨竜町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課のほうより説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例。 

 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧ください。改正案により説明をさせていただきたいと思い

ます。第８条の２、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限におき

まして、超過勤務の免除の対象となる範囲につきまして、第２項及び第４項にござい
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ますけれども、３歳に満たない子から小学校就学の始期に達するという者に拡大をす

るものでございます。 

 続きまして、２ページのほうを御覧いただきたいと思います。第１５条、介護休暇

におきましては、今回追加される第１７条の２の説明に関する文言を追加するもので

ございます。 

 第１７条の２、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等、

第１７条の３、勤務環境の整備に関する措置といたしまして、研修、相談体制、勤務

環境の整備などについて定めるものでございます。備考欄にございますけれども、仕

事と介護の両立支援等に関する周知の強化等を追加する内容でございます。 

 続きまして、３ページをお開きいただきたいと思います。附則といたしまして、第

１項、施行期日、この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

 第２項、経過措置、この条例の施行の日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改

正後の雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の２第２項の規定による請

求を行おうとする職員は、施行期日前においても、規則の定めるところにより、当該

請求を行うことができる。 

 以上、議案第３１号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第３１号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第３１号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３２号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１０、議案第３２号 雨竜町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第３２号 雨竜町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課のほうより説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明といたしまして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。改正案といたしまして、第１８

条、部分休業の承認の第３項におきまして、下線部分の根拠法令の条項を改めるもの

でございます。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 議案第３２号 雨竜町職員の育児休業に関する条例の一部改正についての説明とい

たします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第３２号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３２号 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎発議第１号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１１、発議第１号 雨竜町議会の個人情報の保護に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 須見栄一議員。 

〇８番（須見栄一） 発議第１号、令和７年３月４日、雨竜町議会議長、竹ヶ原利明

様、提出者、雨竜町議会議員、須見栄一、賛成者、雨竜町議会議員、沖田浩一、賛成

者、雨竜町議会議員、吉見拓也。 

 雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び雨竜町議会会議規則第１４条

の規定により提出いたします。 

 １ページおめくりください。雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改

正する条例の制定について。 

 雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 詳細につきましては、担当より説明を願います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 小宮山局長。 



 - 104 - 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 記、雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。 

 雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明といたしまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 １枚めくっていただき、雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す

る条例新旧対照表により説明いたします。改正案及び備考の欄により説明申し上げま

す。第２条、定義のうち、ページ中ほどになりますが、第１０項中、３行目から４行

目、「第２条第８項」を「第２条第９項」に、もう一か所、第１２条、利用及び提供

の制限中の表のうち、新旧対照表２ページの中段より若干下にあります第３８条第１

項第１号の規定の適用において、右の欄、下から４行目、「第２条第９項」を「第２

条第１０項」とするものについては、先ほど説明で申し上げました行政手続における

特定の番号を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の改正

に伴い、本条例を改正するものであります。 

 それ以外における１ページから５ページまでの下線により改正している箇所におい

ては、備考欄にあるとおり、今回の改正に合わせ、文言を修正するものであります。 

 ５ページ下段、附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上で発議第１号 雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。発議第１号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号 雨竜町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎会議案第１号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１２、会議案第１号 閉会中の委員会所管事務調査

についてを議題といたします。 

 局長に朗読させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 会議案第１号 閉会中の委員会所管事務調査について。 

 閉会中の所管事務調査について、各委員会より次のとおり申出があったので許可す

ることについて付議する。 

 令和７年３月４日提出、雨竜町議会議長、竹ヶ原利明。 

 記、委員会名、議会運営委員会。件名、次期議会の会期日程等の議会運営に関する

事項及び議長の諮問に関する事項。調査期間、令和７年第２回定例会まで。 

 委員会名、行政常任委員会。件名、社会教育施設の今後の在り方。調査期間、令和

７年第２回定例会まで。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 本案は質疑もないので、原案のとおり決したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、会議案第１号 閉会中の委員会所管事務調査については、申出のとおり許

可することに決しました。 
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    ◎閉会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で本議会に付議された議案全部の審議が終了しました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、令和７年第１回雨竜町議会定例会を閉会します。 

（午前１１時２８分） 
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